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付属 

 

地熱井掘削自主保安指針関係法規等抜粋 

 

凡  例 

 

1. これは、地熱井掘削自主保安指針で参照した法規、通牒、説明会要

旨のなかの必要条項を抜粋したものである。 

2. この内容は令和 2 年 12 月に電子政府の総合窓口（e-Gov）法令検索

を中心に確認したものである。改正をフォローする便宜のため、公布年

月日、法令番号と併せて最終改正の公布年（月、日）、法令番号を改

正として記載した。 

3. 各条の条文については、出来るだけ全文をとり入れるようにしたが、直

接関係のないものについては「略」と付し省略した。 

4. 法令の中で使用されている数字は、横書きとしたためすべて算用数字
．．．．．．．

にしました。又「左の各号」とあるのは「次の各号」にしました。又「上

段」、「中段」、「下段」とあるのは、それぞれ「左欄」、「中欄」、「右欄」に

した。 

5.参照条項の多いものについては章、節名を入れた。 
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１．労働安全衛生法 

 

 昭和 47 年 6 日 8 日 法律第 57 号 

改正 平成 30 年 7 月 25 日 法律第 78 号 

 

（目 的） 

第 1 条 この法律は、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）と相まつて、労働災害の防止のため

の危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防

止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保

するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

１ 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、

又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡する

ことをいう。 

２ 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は

事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

３ 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

３の２ 化学物質 元素及び化合物をいう。 

４ 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について

行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。 

 

（事業者等の責務） 

第３条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、

快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保す

るようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協

力するようにしなければならない。 

２ 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは

輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又

は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように

努めなければならない。 

３ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全

で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならな

い。 
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第３章 安全衛生管理体制 

（総括安全衛生管理者） 

第 10 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総

括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第 25 条の２項の規定に

より技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならな

い。 

１ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 

２ 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 

３ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 

４ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

５ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で

定めるもの 

２ 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて

充てなければならない。 

３ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生

管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 

 

（安全管理者） 

第 11 条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を

有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条

第１項各号の業務（第 25 条の２第２項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合に

おいては、同条第１項各号の措置に該当するものを除く。）のうち安全に係る技術的事項を管理

させなければならない。 

２ 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、

安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 

 

（衛生管理者） 

第 12 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者そ

の他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当

該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第 10 条第 1 項各号の業務

（第 25 条の 2 第２項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条

第１項各号の措置に該当するものを除く。）のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければな

らない。 

２ 前条第２項の規定は、衛生管理者について準用する。 
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（産業医等） 

第 13 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医

師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事

項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。 

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省

令で定める要件を備えた者でなければならない。 

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に

その職務を行わなければならない。 

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の

労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な

情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者

の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該

勧告を尊重しなければならない。 

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内

容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなけれ

ばならない。 

 

（作業主任者） 

第 14 条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業

で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局

長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指

揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 

 

（統括安全衛生責任者） 

第 15 条 事業者で、1 の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの

（当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が２以上あるため、その者が２以上あることとなると

きは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」と

いう。）のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行う

者（以下「特定元方事業者」という。）は、その労働者及びその請負人（元方事業者の当該事業

の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての

請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。）の労働者が当該場所にお

いて作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ず

る労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の
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指揮をさせるとともに、第 30 条第 1 項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、こ

れらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 

２ 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充

てなければならない。 

３ 第 30 条第４項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上である

ときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の

場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者

を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第１項各号の事項を

統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指

名された事業者以外の事業者については、第 1 項の規定は、適用しない。 

４ 第１項又は前項に定めるもののほか、第 25 条の 2 第 1 項に規定する仕事が数次の請負契

約によつて行われる場合においては、第１項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を

選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第 30 条の３第５項において準用する第 25 条の

２第２項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第１項各号の措

置を統括管理させなければならない。 

５ 第 10 条第３項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合

において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読

み替えるものとする。 

（元方安全衛生管理者） 

第 15 条の２ 前条第１項又は第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設

業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する

者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第

30 条第１項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。 

２ 第 11 条第２項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同

項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものと

する。 

（店社安全衛生管理者） 

第 15 条の３ 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が１の

場所（これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第 15 条第１項又は

第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。）において作業

を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、こ

れらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚

生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全

衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場

所における第 30 条第 1 項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定め

る事項を行わせなければならない。 
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２  第 30 条第４項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数

以上であるとき（第 15 条第１項又は第３項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなけれ

ばならないときを除く。）は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うもの

は、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの

労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害

を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める

ところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請

負契約に係る仕事を行う場所における第 30 条第１項各号の事項を担当する者に対する指導

その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該

指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適

用しない。 

 

（安全衛生責任者） 

第 16 条 第 15 条第１項又は第３項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を

選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、そ

の者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければ

ならない。 

２ 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、そ

の旨を通報しなければならない。 

 

（安全委員会） 

第 17 条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事

業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 

１ 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

２ 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 

３ 前２号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 

２ 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員（以下「第１

号の委員」という。）は、１人とする。 

１ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその

事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

２ 安全管理者のうちから事業者が指名した者 

３ 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

３ 安全委員会の議長は、第１号の委員がなるものとする。 

４ 事業者は、第１号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で

組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなら
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ない。 

５ 前２項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働

協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 

 

（衛生委員会） 

第 18 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対

し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

１ 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

２ 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

３ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

４ 前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する

重要事項 

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者である委員は、１人と

する。 

１ 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその

事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 

２ 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

３ 産業医のうちから事業者が指名した者 

４ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるも

のを衛生委員会の委員として指名することができる。 

４ 前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同

条第３項及び第４項中「第 1 号の委員」とあるのは、「第 18 条第２項第１号の者である委員」と

読み替えるものとする。 

 

（安全衛生委員会） 

第 19 条 事業者は、第 17 条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければ

ならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 

２ 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第 1 号の者である委員は、1

人とする。 

1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその

事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した

者 

２ 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

３ 産業医のうちから事業者が指名した者 

４ 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 
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５ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるも

のを安全衛生委員会の委員として指名することができる。 

４ 第 17 条第３項から第５項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合にお

いて、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは、「第 19 条第２項第１号の者である

委員」と読み替えるものとする。 

 

第 25 条の２ 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事

業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における

労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 

１ 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。 

２ 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。 

３ 前２号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を

行うこと。 

２ 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省

令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に

当該技術的事項を管理させなければならない。 

 

（事業者の行うべき調査等） 

第 28 条の２ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、

粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等（第 57 条第１項の

政令で定める物及び第 57 条の２第１項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を

除く。）を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講

ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働

者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業そ

の他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 

２ 厚生労働大臣は、前条第１項及び第３項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その

適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を

行うことができる。 

 

（特定元方事業者等の講ずべき措置） 

第 30 条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所におい

て行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じ

なければならない。 
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１ 協議組織の設置及び運営を行うこと。 

２ 作業間の連絡及び調整を行うこと。 

３ 作業場所を巡視すること。 

４ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行う

こと。 

５ 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるも

のに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作

業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設

備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基

づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 

６ 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 

２ 特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文して

いる者をいう。以下同じ。）で、特定元方事業者以外のものは、１の場所において行なわれる

特定事業の仕事を２以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当

該仕事に係る２以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところ

により、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を

講ずべき者として１人を指名しなければならない。１の場所において行なわれる特定事業の

仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を２以上の請

負人に請け負わせている者についても、同様とする。 

 

（第 57 条第 1 項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等） 

第 57 条の３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第 57 条第 1 項の政令で定める物

及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 

２ 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措

置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努

めなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第 28 条第 1 項及び第 3 項に定めるもののほか、前２項の措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を

行うことができる。 

 

（安全衛生教育） 

第 59 条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 

２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 

３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
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厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を

行なわなければならない。 

第 60 条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につく

こととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）

に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育

を行なわなければならない。 

１ 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 

２ 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 

３ 前２号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で

定めるもの 

 

（就業制限） 

第 61 条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労

働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当

該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなけれ

ば、当該業務に就かせてはならない。 

２ 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならな

い。 

３ 第１項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係

る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 

４ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 24 条第１項（同法第 27 条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。） 

の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度

で、前３項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 

 

（作業環境測定） 

第 65 条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについ

て、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録して

おかなければならない。 

２ 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行

わなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第１項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必

要な作業環境測定指針を公表するものとする。 

４ 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めると

きは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針

に関し必要な指導等を行うことができる。 
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５ 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認める

ときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、

作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 

 

（免許試験） 

第 75 条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 

2～5 略 

 

（技能講習） 

第 76 条 第 14 条又は第 61 条第１項の技能講習（以下「技能講習」という。）は、別表第 18 に掲

げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 

２ 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 

３ 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生

労働省令で定める。 

別表第 18（第 76 条関係） 

18 化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習 

19 普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習 

 

（計画の届出等） 

第 88 条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において

使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で

定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、そ

の計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基

準監督署長に届け出なければならない。ただし、第 28 条の２第１項に規定する措置その他の厚

生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準

監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 

２ 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大

規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の

開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

３ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事（建設業に属する事業に

あつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。）で、厚生労働省令で定めるものを開

始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに、厚生労働省令で定

めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 

４～７ 略  
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２．労働安全衛生法施行令 

 

昭和 47 年 8 月 19 日 政令第 318 号 

改正 令和元年 6 月 5 日 政令第 19 号 

 

（定 義） 

第 1 条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

５ 第１種圧力容器 次に掲げる容器（ゲージ圧力 0.1 メガパスカル以下で使用する容器で、

内容積が 0.04 立方メートル以下のもの又は胴の内径が 200 ミリメートル以下で、かつ、

その長さが 1,000 ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパ

スカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が 0.004 以下の容器を

除く。）をいう。 

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容

器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの（ロ又はハに掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容

器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる

容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をそ

の内部に保有する容器 

７ 第２種圧力容器 ゲージ圧力 0.2 メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器

（第１種圧力容器を除く。）のうち、次に掲げる容器をいう。 

イ 内容積が 0.04 立方メートル以上の容器 

ロ 胴の内径が 200 ミリメートル以上で、かつ、その長さが 1,000 ミリメートル以上の容器 

１～４、６、９～11 略  

 

（総括安全衛生管理者を選任すべき事業場） 

第２条 労働安全衛生法（以下「法」という。）第 10 条第１項の政令で定める規模の事業場は、次

の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場

とする。 

１ 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100 人 

２ 製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商

品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売

業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300 人 

３ その他の業種 1,000 人 

 



−97− 
 

（安全管理者を選任すべき事業場） 

第３条 法第 11 条第１項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第１号又は第２号に掲

げる業種の事業場で、常時 50 人以上の労働者を使用するものとする。 

 

（衛生管理者を選任すべき事業場） 

第４条 法第 12 条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する

事業場とする。 

 

（産業医を選任すべき事業場） 

第５条 法第 13 条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する

事業場とする。 

 

（作業主任者を選任すべき作業） 

第 6 条 法第 14 条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 

２ アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の

作業 

15 の２ 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが

５メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更の作業 

17 第１種圧力容器（小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。）の取扱いの作業 

イ 第１条第５号イに掲げる容器で、内容積が５立方メートル以下のもの 

ロ 第１条第５号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が１立方メートル以下のもの 

18 別表第３に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業 

21 別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 

１、３～15、15 の３、15 の４、16、19、20、22，23 略  

 

（安全委員会を設けるべき事業場） 

第 8 条 法第 17 条第１項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の

区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 

１ 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品

製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、

自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50 人 

２ 第２条第１号及び第２号に掲げる業種（前号に掲げる業種を除く。） 100 人 

（ 

衛生委員会を設けるべき事業場） 

第 9 条 法第 18 条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する

事業場とする。 
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（職長等の教育を行うべき業種） 

第 19 条 法第 60 条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 

１ 建設業 

2～６ 略 

（就業制限に係る業務） 

第 20 条 法第 61 条第１項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 

１ 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検

及び処理の業務 

６ つり上げ荷重が５トン以上のクレーン（跨線テルハを除く。）の運転の業務 

７ つり上げ荷重が１トン以上の移動式クレーンの運転（道路交通法（昭和 35 年法律第 105

号）第２条第１項第１号に規定する道路（以下この条において「道路」という。）上を走行

させる運転を除く。）の業務 

10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務 

15 作業床の高さが 10 メートル以上の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除

く。）の業務 

16 制限荷重が１トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移動式ク

レーン若しくはデリックの玉掛けの業務 

２～５、８、９、11～14 略 

 

（作業環境測定を行うべき作業場） 

第 21 条 別表第６酸素欠乏危険場所(該当部抜粋) 

１ 次の地層に接し、又は通ずる井戸等（井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函かん、ピツトそ

の他これらに類するものをいう。次号において同じ。）の内部 

２ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層 

３の２ 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マ

ンホール又はピツトの内部 

９ し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は

入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部 
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３．労働安全衛生法規則 

 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令第 32 号 

改正 平成 31 年 2 月 12 日 厚生労働省令第 11 号 

 

（総括安全衛生管理者が統括管理する業務） 

第３条の２ 法第 10 条第１項第５号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 

１ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 

２ 法第 28 条の２第１項又は第 57 条の３第１項及び第２項の危険性又は有害性等の調査

及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 

３ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 

 

第３節の２ 安全衛生推進者及び衛生推進者 

（安全衛生推進者等を選任すべき事業場） 

第 12 条の２ 法第 12 条の２の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時 10 人以上 50 人未

満の労働者を使用する事業場とする。 

 

（作業主任者の選任） 

第 16 条 法第 14 条の規定による作業主任者の選任は、別表第１の左欄に掲げる作業の区分に

応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称

は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 事業者は、令第６条第 17 号の作業のうち、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）、ガ

ス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）又は電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）の適用を受

ける第１種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧

力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号。以下「ボイラー則」という。）の定めるところに

より、特定第１種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第１種圧力容器取扱作

業主任者を選任することができる。 

別表第 1（第 16 条、第 17 条関係） 

作業の区分 資格を有するもの 名称 

令第６条第２号の作業 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 ガス溶接作業主任者 

令第６条第 12 号の作業 はい作業主任者技能講習を修了した者 はい作業主任者 

令第６条第18号の作業のうち、次

の項に掲げる作業以外の作業 

 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業

主任者技能講習を修了した者 

 

特定化学物質作業主任者 

令第６条第21号の作業のうち、次

の項に掲げる作業以外の作業 

酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技

能講習を修了した者 

酸素欠乏危険作業主任者 

 

（作業主任者の職務の分担） 
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第 17 条 事業者は、別表第１の左欄に掲げる１の作業を同一の場所で行なう場合において、当該

作業に係る作業主任者を２人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定

めなければならない。 

 

（作業主任者の氏名等の周知） 

第 18 条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわ

せる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならな

い。 

（元方安全衛生管理者の資格） 

第 18 条の４ 法第 15 条の２第１項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとす

る。 

１ 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒

業した者で、その後３年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経

験を有するもの 

２ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修め

て卒業した者で、その後５年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事し

た経験を有するもの 

３ 前２号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 

 

（店社安全衛生管理者の資格） 

第 18 条の７ 法第 15 条の３第１項及び第２項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の

とおりとする。 

１ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者（大学改革支援・学位授与機構

により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる

者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第５第１号の表及び別表第５

第１号の２の表において同じ。）で、その後３年以上建設工事の施工における安全衛生

の実務に従事した経験を有するもの 

２ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者（学校教育法施行規則（昭

和 22 年文部省令第 11 号）第 150 条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有す

ると認められる者を含む。別表第５第１号の表及び第１号の２の表において同じ。）で、

その後５年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するも

の 

３ ８年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 

４ 前３号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 

 

（安全衛生責任者の職務） 
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第 19 条 法第 16 条第１項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

１ 統括安全衛生責任者との連絡 

２ 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 

３ 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実

施についての管理 

４ 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画

と特定元方事業者が作成する法第 30 条第１項第５号の計画との整合性の確保を図る

ための統括安全衛生責任者との調整 

５ 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる

法第 15 条第１項の労働災害に係る危険の有無の確認 

６ 当該請負人がその仕事の１部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他

の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整 

 

（委員会の会議） 

第 23 条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を毎

月１回以上開催するようにしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 

３ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいず

れかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 

１ 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

２ 書面を労働者に交付すること。 

３ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者

が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

４ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを３年間保存しなければ

ならない。 

１ 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 

２ 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの 

５ 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必

要な調査審議を求めることができる。 

 

（関係労働者の意見の聴取） 

第 23 条の２ 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項につい

て、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 

 

第４章 安全衛生教育 

（特別教育を必要とする業務） 
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第 36 条 法第 59 条第３項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 

３ アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等（以下「アーク溶接等」という。）の業務 

11 動力により駆動される巻上げ機（電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ

機でゴンドラに係るものを除く。）の運転の業務 

16 つり上げ荷重が１トン未満の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く。）

の業務 

19 つり上げ荷重が１トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 

26 令別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 

１～２，4～10，12～15、17～18、20～25、27～41 略 

 

（職長等の教育） 

第 40 条 法第 60 条第３号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

１ 法第 28 条の２第１項又は第 57 条の３第１項及び第２項の危険性又は有害性等の調査

及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 

２ 異常時等における措置に関すること。 

３ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 

２ 法第 60 条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の

右欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。 

事  項 時 間 

法第60条第１号に掲げる事項 

１ 作業手順の定め方 

２ 労働者の適正な配置の方法 

２時間 

法第60条第２号に掲げる事項 

１ 指導及び教育の方法 

２ 作業中における監督及び指示の方法 

2.5 時間 

前項第１号に掲げる事項 

１ 危険性又は有害性等の調査の方法 

２ 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 

３ 設備、作業等の具体的な改善の方法 

４時間 

前項第２号に掲げる事項 

１ 異常時における措置 

２ 災害発生時における措置 

1.5 時間 

前項第３号に掲げる事項 

１ 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 

２ 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 

２時間 

３ 事業者は、前項の表の右欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を

有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。 

 

（就業制限についての資格） 

第 41 条 法第 61 条第１項に規定する業務につくことができる者は、別表第３の左欄に掲げる業務

の区分に応じて、それぞれ、同表の右欄に掲げる者とする。 

別表第３（第 41 条関係） 
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業務の区分 業務に就くことが出来る者 

令第 20 条第１号の業務 １ 発破技士免許を受けた者 

２ 火薬類取締法第31条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者 

３ 鉱山保安法施行規則（平成16年経済産業省令第96号）附則第２条の

規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則（昭和25年通商産業

省令第72号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。）による甲

種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種

上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試

験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種

坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係

員試験に合格した者 

令第20条第７号の業務のうち

次の項に掲げる業務以外の業

務 

移動式クレーン運転士免許を受けた者 

令第 20 条第十号の業務 １ ガス溶接作業主任者免許を受けた者 

２ ガス溶接技能講習を修了した者 

３ その他厚生労働大臣が定める者 

令第 20 条第 14 号の業務 １ 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 

令第 20 条第 15 号の業務 １ 高所作業車運転技能講習を修了した者 

２ その他厚生労働大臣が定める者 

令第 20 条第 16 号の業務 １ 玉掛け技能講習を修了した者 

２ 職業能力開発促進法第27条第１項の準則訓練である普通職業訓練

のうち職業能力開発促進法施行規則別表第４の訓練科の欄に掲げる

玉掛け科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者 

３ その他厚生労働大臣が定める者 

 

（免許を受けることができる者） 

第 62 条 法第 12 条第１項、第 14 条又は第 61 条第１項の免許（以下「免許」という。）を受けること

ができる者は、別表第４の左欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の右欄に掲げる者とする。 

別表第４（第 62 条関係） 

第１種衛生管理者免許 １ 第１種衛生管理者免許試験に合格した者 

２ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課

程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学

位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）又はこれと同等以上

の学力を有すると認められる者を含む。） 

３ 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して

卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与さ

れた者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学

力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期

課程を修了した者を含む。）で労働衛生に関する講座又は学科目を修

めたもの 

４ その他厚生労働大臣が定める者 

第2種衛生管理者免許 １ 第二種衛生管理者免許試験に合格した者 

２ その他厚生労働大臣が定める者 

ガス溶接作業主任者免許 １ 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に

合格したもの 

イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後３年以上ガス溶

接等の業務に従事した経験を有するもの 

ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する

学科を専攻して卒業した者（当該学科を専攻して専門職大学前期

課程を修了した者を含む。） 
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ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化

学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与

機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に

限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は

当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）

であつて、その後１年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有

するもの 

ニ 職業能力開発促進法第28条第１項の職業訓練指導員免許のうち

職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる

塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指

導員免許を受けた者 

ホ 職業能力開発促進法第27条第１項の準則訓練である普通職業訓

練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第２の訓練科の欄に

定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二

年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの 

ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第11の３の３に掲げる検定職

種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る１級又は２級

の技能検定に合格した者であつて、その後１年以上ガス溶接等の

業務に従事した経験を有するもの 

ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者で

あつて、その後１年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有す

るもの 

チ その他厚生労働大臣が定める者 

２ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第

27条第１項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第

９の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者 

３ その他厚生労働大臣が定める者 

発破技士免許 １ 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したも

の 

イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育

学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専

攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位

を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同

等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専

門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）であ

つて、その後３月以上発破の業務について実地修習を経たもの 

ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者 

ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了

した者 

２ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校

において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒

業した者で、その後１年以上発破の業務について実地修習を経たもの 

クレーン・デリック運転士免許 １ クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 

２ クレーン則第223条第２号から第６号までに掲げる者 

移動式クレーン運転士免許 １ 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 

２ クレーン則第 229 条第２号から第５号までに掲げる者 

 

（免許試験） 

第 69 条 法第 75 条第１項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 

１ 第１種衛生管理者免許試験 

１の２ 第２種衛生管理者免許試験 
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３ ガス溶接作業主任者免許試験 

９ 発破技士免許試験 

14 クレーン・デリック運転士免許試験 

15 移動式クレーン運転士免許試験 

２、４～８、10～13、16 略 

 

（受験資格、試験科目等） 

第 70 条 前条第１号、第１号の２、第３号、第４号、第９号及び第 10 号の免許試験の受験資格及

び試験科目並びにこれらの免許試験について法第 75 条第３項の規定により試験科目の免除

を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第５のとおりとする。 

 

（技能講習の受講資格及び講習科目） 

第 79 条 法別表第 18 第１号から第 17 号まで及び第 28 号から第 35 号までに掲げる技能講習の

受講資格及び講習科目は、別表第６のとおりとする。 

別表第 6 (抜粋) 

区分 受講資格 講習科目 

建築物等の鉄

骨の組立て等

作業主任者技

能講習 

1. 建築物の骨組み又は塔

であつて、金属製の部材に

より構成されるものの組立

て、解体又は変更の作業

（次号において「建築物等

の鉄骨の組立て等作業」と

いう。）に関する作業に三

年以上従事した経験を有

する者 

2. 学校教育法による大

学、高等専門学校、高等学

校又は中等教育学校にお

いて土木又は建築に関す

る学科を専攻して卒業した

者で、その後二年以上建

築物等の鉄骨の組立て等

の作業に従事した経験を

有する者 

3. その他厚生労働大臣が

定める者 

学科講習 

イ 作業の方法に関する知識 

ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 

ハ 作業者に対する教育等に関する知識 

ニ 関係法令 
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ガス溶接技能

講習 

- 学科講習 

イ ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方

法に関する知識 

ロ ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関す

る知識 

ハ 関係法令 

実技講習 

 ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い 

フオークリフト運

転技能講習 

 学科講習 

イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 

ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 

ハ 運転に必要な力学に関する知識 

ニ 関係法令 

実技講習 

イ 走行の操作 

ロ 荷役の操作 

車両系建設機

械（整地・運搬・

積込み用及び

掘削用）運転技

能講習 

(小型クレーン

1-5t) 

 学科講習 

イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 

ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 

ハ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転に必

要な一般的事項に関する知識 

ニ 関係法令 

実技講習 

イ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の走行の操

作 

ロ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の作業のた

めの装置の操作 

 

（仕事の範囲） 

第 90 条 法第 88 条第３項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。 

１ 高さ 31 メートルを超える建築物又は工作物（橋梁を除く。）の建設、改造、解体又は破

壊（以下「建設等」という。）の仕事 

２～７ 略 

 

（事故報告） 
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第 96 条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第 22 号による報告書を所轄労働基準監督署長

に提出しなければならない。 

１ 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき 

イ 火災又は爆発の事故（次号の事故を除く。） 

ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 

ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故 

ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故 

２ 令第１条第３号のボイラー（小型ボイラーを除く。）の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに

準ずる事故が発生したとき 

３ 小型ボイラー、令第１条第５号の第１種圧力容器及び同条第７号の第２種圧力容器の破

裂の事故が発生したとき 

４ クレーン（クレーン則第２条第１号に掲げるクレーンを除く。）の次の事故が発生したとき 

イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損 

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 

５ 移動式クレーン（クレーン則第２条第１号に掲げる移動式クレーンを除く。）の次の事故

が発生したとき 

イ 転倒、倒壊又はジブの折損 

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 

６ デリック（クレーン則第２条第１号に掲げるデリックを除く。）の次の事故が発生したとき 

イ 倒壊又はブームの折損 

ロ ワイヤロープの切断 

７ エレベーター（クレーン則第２条第２号及び第４号に掲げるエレベーターを除く。）の次

の事故が発生したとき 

イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 

ロ ワイヤロープの切断 

８ 建設用リフト（クレーン則第２条第２号及び第３号に掲げる建設用リフトを除く。）の次の

事故が発生したとき 

イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 

ロ ワイヤロープの切断 

９ 令第１条第９号の簡易リフト（クレーン則第２条第２号に掲げる簡易リフトを除く。）の次の

事故が発生したとき 

イ 搬器の墜落 

ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断 

10 ゴンドラの次の事故が発生したとき 

イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損 

ロ ワイヤロープの切断 
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２ 次条第１項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合に

あつては、当該報告書の記載事項のうち次条第１項の報告書の記載事項と重複する部分の

記入は要しないものとする。 

 

（労働者死傷病報告） 

第 97 条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内

における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第 23 号

による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、休業の日数が４日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかか

わらず、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び 10 月から 12 月までの期間

における当該事実について、様式第 24 号による報告書をそれぞれの期間における最後の月

の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

 

（原動機、回転軸等による危険の防止） 

第 101 条 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼ

すおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。 

２ 事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭

型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。 

３ 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。 

４ 事業者は、第１項の踏切橋には、高さが 90 センチメートル以上の手すりを設けなければなら

ない。 

５ 労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。 

 

（運転開始の合図） 

第 104 条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあ

るときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせな

ければならない。 

２ 労働者は、前項の合図に従わなければならない。 

 

（掃除等の場合の運転停止等） 

第 107 条 事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合

において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。

ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設け

る等の措置を講じたときは、この限りでない。 

２ 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛

け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が
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当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。 

 

（保護帽の着用） 

第 151 条の 52 事業者は、最大積載量が５トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業（ロープ掛け

の作業及びシート掛けの作業を含む。）又は最大積載量が５トン以上の不整地運搬車から荷を

卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、墜落による労働者の

危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 

 

（倒壊防止） 

第 173 条 事業者は、動力を用いるくい打機（以下「くい打機」という。）、動力を用いるくい抜機（以

下「くい抜機」という。）又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じ

なければならない。 

１ 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等

を使用すること。 

２ 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、こ

れを補強すること。 

３ 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させる

こと。 

４ 軌道又はころで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に

移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。 

５ 控え（控線を含む。以下この節において同じ。）のみで頂部を安定させるときは、控えは、

３以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。 

６ 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方

法により、いずれの方向に対しても安定させること。 

７ バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、こ

れを架台に確実に取り付けること。 

 

（不適格なワイヤロープの使用禁止） 

第 174 条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについて

は、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。 

１ 継目のあるもの  

２ ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）の数の

10 パーセント以上の素線が切断しているもの  

３ 直径の減少が公称径の７パーセントをこえるもの  

４ キンクしたもの  
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５ 著しい形くずれ又は腐食があるもの 

 

（みぞ車の位置） 

第 180 条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ

装置から第１番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の 15 倍以上

としなければならない。 

２ 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければなら

ない。 

３ 前２項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 

１ くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となる

おそれのないとき。 

２ ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、巻上

げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域への労働者の立入りを

禁止したとき。 

 

（みぞ車等の取付け） 

第 182 条 事業者は、やぐら、２本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボ

ーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、２本構等に作

用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、２本構等について、脚にやらずを設け、

脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることが

できる。 

 

（乱巻時の措置） 

第 184 条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用

ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。 

 

（運転位置からの離脱の禁止） 

第 186 条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をか

けたまま運転位置から離れさせてはならない。 

２ 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。 

 

 

（立入禁止） 

第 187 条 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又

はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープがはね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する

危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロー
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プの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。 

 

（点 検） 

第 192 条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項に

ついて点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。 

１ 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無 

２ 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態 

３ 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能 

４ ウインチの据付状態 

５ 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状

態 

 

（ガス導管等の損壊の防止） 

第 194 条 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導

管、地中電線路その他地下に存する工作物（以下この条において「ガス導管等」という。）の損壊

により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等

の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事

項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。 

 

（ロッドの取付時等の措置） 

第 194 条の 2 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッ

チレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければな

らない。 

２ 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すとき

は、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。 

 

（ウォータースイベル用ホースの固定等） 

第 194 条の３ 事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、

当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該

ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。 

 

（ワイヤロープ） 

第 216 条 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合する

ものでなければ、使用してはならない。 

１ 安全係数は６以上（人車に用いるワイヤロープにあつては、10 以上）とすること。この場

合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最
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大の値で除した値とする。 

２ リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること 

 

（作業床の設置等） 

第 518 条 事業者は、高さが２メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行な

う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の

方法により作業床を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要

求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講

じなければならない。 

 

（要求性能墜落制止用器具等の取付設備等） 

第 521 条 事業者は、高さが２メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能

墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるため

の設備等を設けなければならない。 

２ 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止

用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。 

 

（昇降するための設備の設置等） 

第 526 条 事業者は、高さ又は深さが 1.5 メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に

従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降

するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。 

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が

設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。 

 

（物体の飛来による危険の防止） 

第 538 条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある

ときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措

置を講じなければならない。 

 

（保護帽の着用） 

第 539 条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作

業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険

を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 
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（架設通路） 

第 552 条第 1 項 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ

使用してはならない。 

１ 丈夫な構造とすること。 

２ 勾配は、30 度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが２メートル未満で丈

夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 

３ 勾配が 15 度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 

４ 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であつて、たわみが

生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。）を設けるこ

と。 

イ 高さ 85 センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備（以下

「手すり等」という。） 

ロ 高さ 35 センチメートル以上 50 センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能

を有する設備（以下「中桟等」という。） 

５ たて坑内の架設通路でその長さが 15 メートル以上であるものは、10 メートル以内ごとに

踊場を設けること。 

６ 建設工事に使用する高さ 8 メートル以上の登り桟橋には、７メートル以内ごとに踊場を設

けること。 

 

（はしご道） 

第 556 条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して

はならない。  

１ 丈夫な構造とすること。 

２ 踏さんを等間隔に設けること。 

３ 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 

４ はしごの転位防止のための措置を講ずること。 

５ はしごの上端を床から 60 センチメートル以上突出させること。 

６ 坑内はしご道でその長さが 10 メートル以上のものは、5 メートル以内ごとに踏だなを設け

ること。 

７ 坑内はしご道のこう配は、80 度以内とすること。 

２ 前項第５号から第７号までの規定は、潜函(かん)内等のはしご道については、適用しない。 

 

（安全靴等の使用） 

第 558 条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴

その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。 

２ 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を
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使用しなければならない。 

 

（粉じんの飛散の防止） 

第 582 条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の

粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

 

（立入禁止等） 

第 585 条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見

やすい箇所に表示しなければならない。 

１～３ (略） 

４ 炭酸ガス濃度が 1.5 パーセントを超える場所、酸素濃度が 18 パーセントに満たない場

所又は硫化水素濃度が 100 万分の 10 を超える場所 

５～７ （略） 

2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。 

 

（呼吸用保護具等） 

第 593 条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は

有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な

場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、

当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な

保護具を備えなければならない。 

 

（保護具の数等） 

第 596 条 事業者は、前３条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数

以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 

 

（労働者の使用義務） 

第 597 条 第 593 条から第 595 条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業

務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。 

 

（照度） 

第 604 条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる

作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材

料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りで

ない。 
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（採光及び照明） 

第 605 条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさ

せない方法によらなければならない。 

２ 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、６月以内ごとに１回、定期

に、点検しなければならない 

 

（救急用具） 

第 633 条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使

用方法を労働者に周知させなければならない。 

２ 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 

 

（救急用具の内容） 

第 634 条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなけれ

ばならない。 

１ ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 

２ 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 

３ 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等 

 

（特定元方事業者の指名） 

第 643 条 法第 30 条第２項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得

て行わなければならない。 

１ 法第 30 条第２項の場所において特定事業（法第 15 条第１項の特定事業をいう。）の仕

事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け

負つたもの（当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当

該請負人が２以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者で

ある者） 

２ 前号の者が２以上あるときは、これらの者が互選した者 

２ 法第 30 条第２項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者（同項の発

注者をいう。）又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当

該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。 

  



−116− 
 

４．労働基準局長通達 

 

平成 5年 3月 31 日 基発第 209 号 

 

中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について 

 

  中規模建設工事現場における安全衛生管理体制については、これまでも昭和 59 年４月２

日付け基発第 161 号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」に基づきそ

の確立を図ってきたところであるが、中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実を

図ること等を内容とする労働安全衛生法及び関係政省令の改正が行われ、一定の規模及び

種類の建設工事について店社安全衛生管理者制度の創設、統括安全衛生責任者の選任基準

の引下げが行われたところであり、今回の法令改正の趣旨を踏まえ、中規模建設工事現場全

体にわたり安全衛生管理の充実を図るため、別紙のとおり「中規模建設工事現場における安

全衛生管理指針」を定めたところである。 

  ついては、集団指導により、事業者の自主的活動による統括安全衛生責任者に準ずる者及

び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者の選任、これらの者

による的確な職務の実施等による中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実が図ら

れるよう本指針の定着を図られたい。 

  なお、別添のとおり関係業界団体に対し本指針に基づく中規模建設工事現場における安

全衛生管理の充実について要請したので申し添える。 

  おって、貴職においても必要な場合には、関係団体に対して同様の趣旨の要請を行われた

い。 

 

別紙 

 

中規模建設工事現場における安全衛生管理指針 

 

１  趣  旨 

    統括安全衛生責任者等の選任による統括安全衛生管理体制の整備が義務づけられてい

ない中規模建設  工事現場において、元方事業者の統括安全衛生管理が不十分なことに

よる労働災害が多発していること  にかんがみ、中規模建設工事現場における統括安全

衛生管理体制又は本店、支店、営業所等による建設工事現場に対する指導体制の確立を図

り、中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実を図ることを目的とする。 

２  対象建設工事現場 

    おおむね労働者数 10～49 人規模の建設工事現場（統括安全衛生責任者又は店社安全衛

生管理者の選任  が義務付けられている建設工事現場を除く。） 
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３  安全衛生管理体制の確立 

  (1)  統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者又は店社安全

衛生管理者に準ずる者の選任 

        上記２の対象建設工事現場について元方事業者は、当該建設工事現場の状況に応

じ建設工事現場単位での統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に

準ずる者の選任又は当該現場を管轄する本店、支店、営業所等（以下「店社」という。）

において店社安全衛生管理者に準ずる者の選任を行うものとする。 

        この場合、元方事業者が、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者

に準ずる者を選任する場合においては、関係請負人は、安全衛生責任者に準ずる者を

選任するものとする。 

  (2)  統括安全衛生責任者に準ずる者の知識、経験等 

      イ  統括安全衛生責任者に準ずる者については、当該場所においてその事業の実施

を統括管理する者をもって充てるものとする。 

      ロ  元方安全衛生管理者に準ずる者については、労働安全衛生規則（以下「安衛則」

という。）第 18 条の４に掲げる資格に準ずる知識、経験を有する者のうちから選任

するものとする。 

      ハ  店社安全衛生管理者に準ずる者については、安衛則第 18 条の７に掲げる資格に

準ずる知識、経験を有する者のうちから選任するものとする。 

  (3)  統括安全衛生責任者に準ずる者等の職務 

      イ  統括安全衛生責任者に準ずる者は、４の(１)のイの(イ)の混在作業による労働

災害を防止するために必要な事項について統括管理するものとする。 

      ロ  元方安全衛生管理者に準ずる者は、４の(１)のイの(イ)の混在作業による労働

災害を防止するために必要な事項のうちの技術的事項を管理するものとする。 

      ハ  店社安全衛生管理者に準ずる者は、次の職務を行うものとする。 

        (イ)  建設工事現場において４の(１)のイの(イ)の混在作業による労働災害を防

止するために必要な事項を担当する者に対して指導すること。 

        (ロ)  毎月１回以上当該建設工事現場を巡視すること。 

        (ハ)  当該建設工事の進捗状況を把握すること。 

        (ニ)  当該建設工事現場の協議組織に随時参加すること 

        (ホ)  当該建設工事に係る仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、

設備等の設置に関する計画を確認すること。 

      ニ  安全衛生責任者に準ずる者は、次の職務を行うものとする。 

        (イ)  統括安全衛生責任者に準ずる者との連絡及び統括安全衛生責任者に準ずる

者から連絡を受けた事項の関係者への連絡を行うこと。 

        (ロ)  統括安全衛生責任者に準ずる者からの連絡事項の実施について管理するこ

と。 
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        (ハ)  請負人が作成する作業計画等について、統括安全衛生責任者に準ずる者と

調整を行うこと。 

        (ニ)  混在作業による危険の有無を確認すること。 

        (ホ)  請負人が仕事の一部を後次の請負人に請け負わせる場合には、その請負人

の安全衛生責任者に準ずる者と連絡調整を行うこと。 

４  統括安全衛生管理の充実 

  (1)  建設工事現場における統括安全衛生管理の充実 

      イ  元方事業者は、次の事項を確実に実施し、建設工事現場における統括安全衛生

管理の充実を図るものとする。 

        (イ)  混在作業による労働災害に防止するために必要な事項 

            [1]  協議組織の設置及び運営 

            [2]  作業間の連絡及び調整 

            [3]  作業場所の巡視 

            [4]  関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導、援助 

            [5]  仕事の工程に関する計画及び機械、設備等の配置に関する計画の作成並

びに当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が講ずべき措置

についての指導 

            [6]  その他混在作業による労働災害を防止するために必要な事項 

        (ロ)  関係請負人の労働安全衛生法令違反を防止するための指導及び指示 

        (ハ)  作業場所の安全確保についての関係請負人に対する指導 

        (ニ)  注文者としての設備等を関係請負人の労働者に使用させる場合の適切な措

置の実施 

        (ホ)  その他安全施工サイクル活動の実施等建設工事現場の労働災害を防止する

ために必要な事項 

      ロ  関係請負人は、事業者としての措置を確実に講じるとともに、元方事業者の講

ずる措置に応じて必要な措置を講じるものとする。 

          また、移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の一部を請負人に請け負わ

せて共同して当該作業を行う場合には、作業内容等についての連絡調整を確実に

行うものとする。 

  (2)  店社による建設工事現場の指導、支援の充実 

        店社は、安全衛生パトロールの実施、店社としての安全衛生管理計画の作成、工事

用機械設備の点検基準の作成、各種安全衛生情報の提供等により建設工事現場の統

括安全衛生管理に対する指導、支援を充実するものとする。 

        特に、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理者に準ずる者が選任

されていない建設工事現場については、店社に店社安全衛生管理者に準ずる者を選

任し、建設工事現場において(１)のイの混在作業による労働災害を防止するために
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必要な事項が確実に行われるよう指導させるものとする。 

        なお、店社安全衛生管理者に準ずる者が指導する建設工事現場の数については、店

社安全衛生管理者に準ずる者の職務の内容、担当する現場の遠近等を考慮するうえ、

職務が確実に行える工事現場数を担当させるよう十分配慮するものとする。 

５  その他 

    元方事業者は、統括安全衛生責任者に準ずる者、元方安全衛生管理者に準ずる者及び店

社安全衛生管理者に準ずる者に建設業労働災害防止協会の行う「店社安全衛生管理者等

レベルアップ研修」等の講習  を受講させるよう努めるものとする。 

 

基発第 209 号 

平成５年３月 31 日 

 

建設業労働災害防止協会会長  殿 

社団法人日本建設業団体連合会会長  殿 

社団法人日本土木工業協会会長  殿 

社団法人全国建設業協会会長  殿 

社団法人建築業協会会長  殿 

社団法人全国中小建設業協会会長  殿 

 

労働省労働基準局長 
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別添 

 

中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について 

 

  貴協会におかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。 

  また、労働基準行政の運営につきましては、平素より多大の御協力を頂いていることに対

しまして厚くお礼申し上げます。 

  さて、中規模建設工事現場における安全衛生管理体制については、これまでも昭和 59 年

６月 21 日付け基第 314 号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」によ

りその確立を要請してきたところですが、中規模建設工事現場における安全衛生管理の充

実を図ること等を内容とする労働安全衛生法及び関係政省令の改正が行われ、一定の規模

及び種類の建設工事について店社安全衛生管理者制度の創設、統括安全衛生責任者の選任

基準の引下げが行われたところであり、今回の法令改正の趣旨を踏まえ、中規模建設工事現

場全般にわたり安全衛生管理の充実を図るため、別紙のとおり「中規模建設工事現場におけ

る安全衛生管理指針」を定めたところです。 

  つきましては、貴協会の自主的労働災害防止活動により、本指針の定着を図り、会員事業

者の中規模建設工事現場において、統括安全衛生責任者に準ずる者及び元方安全衛生管理

者に準ずる者又は店社安全衛生管理者に準ずる者の選任、これらの者による的確な職務の

実施等による安全衛生管理の充実が図られるよう要請します。 
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5. 労働安全法関連教育・技能講習規定 

5-1．安全衛生特別教育規程 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省告示第 92 号 

改正 令和 1 年 8 月 8 日 厚生労働省告示第 83 号 

 

（フオークリフトの運転の業務に係る特別教育） 

第 7 条 安衛則第 36 条第 5 号に掲げる最大荷重 1 トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る

特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。 

２ 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範

囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。 

３ 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる

範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

フオークリフトの走行に関す

る装置の構造及び取扱いの

方法に関する知識 

フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装

置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの

取扱い方法 

2 時間 

フオークリフトの荷役に関す

る装置の構造及び取扱いの

方法に関する知識 

フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガ

ード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれ

らの取扱い方法 

2 時間 

フオークリフトの運転に必要

な力学に関する知識 

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安

定 速度及び加速度荷重 応力 材料の強さ 

1 時間 

関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1 時間 

 

(ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育） 

第 12 条の 3 安衛則第 36 条第 10 号の 3 に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技

教育により行うものとする。 

２ 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範

囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

３ 第 1 項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる

範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

ボーリングマシンの運転 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 4 時間 

ボーリングマシンの運転のた

めの合図 

手、小旗等を用いて行う合図 1 時間 
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（高所作業車の運転の業務に係る特別教育） 

第 13 条安衛則第 36 条第 10 号の 5 に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育

により行うものとする。 

２ 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範

囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

３ 第 1 項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲につい

て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

高所作業車の作業に関する

装置の構造及び取扱いの方

法に関する知識 

高所作業車(安衛則第 36 条第 10 号の 5 の機械をいう。以下同

じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の

構造及び取扱いの方法 

3 時間 

原動機に関する知識 内燃機関の構造及び取扱いの方法 動力伝達装置及び走行装

置の種類 

1 時間 

高所作業車の運転に必要な

一般的事項に関する知識 

高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性 1 時間 

関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1 時間 

 

（墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育） 

第 24 条 安衛則第 36 条第 41 号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ

り行うものとする。 

２ 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範

囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

３ 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる

範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

墜落制止用器具の使用方法

等 

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用 器

具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 墜落に よる労

働災害防止のための措置 墜落制止用器具の点検及 び整備の

方法 

1.5 時間 
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5-2．酸素欠乏危険作業特別教育規程 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省告示第 132 号 

改正 平成 30 年 6 月 19 日 厚生労働省告示第 249 号 

 

酸素欠乏症防止規則第 12 第 1 項及び第 2 項に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を

次のように定め、昭和 47 年 10 月 1 日から適用する。 

 

(第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育) 

第 1 条 酸素欠乏症等防止規則第 12 条第 1 項の規定による特別の教育は、学科教育により、次

の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に

掲げる時間以上行うものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 30 分 

酸素欠乏症の症状 酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 30 分 

空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使

用方法及び保守点検の方法 

1 時間 

事故の場合の退避及び救急

そ生の方法 

墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並

びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 

1 時間 

その他酸素欠乏症の防止に

関し必要な事項 

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則

及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止

するため当該業務について必要な事項 

1 時間 

 

(第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育) 

第 2 条 酸素欠乏症等防止規則第 12 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定による特

別の教育は、学科教育により、次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に

掲げる範囲について同表の右欄に掲げる時間以上行うものとする。 

科 目 範 囲 時 間 

酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 1 時間 

酸素欠乏症の症状 酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 1 時間 

空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使

用方法及び保守点検の方法 

1 時間 

事故の場合の退避及び救急

そ生の方法 

墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並

びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 

1 時間 
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その他酸素欠乏症の防止に

関し必要な事項 

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則

及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止

するため当該業務について必要な事項 

1 時間 30 分 
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5-3 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業 

主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程 

 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省告示第 117 号 

改正 平成 18 年 2 月 16 日 厚生労働省告示第 37 号 

 

第 1 章 ボイラー取扱技能講習 

（講習科目の範囲及び時間） 

第 2 条 技能講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中

欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材

を用いて行うものとする。 

２ 前項の技能講習は、おおむね 100 人以内の受講者を 1 単位として行うものとす

る。 

科 目 範 囲 時 間 

ボイラーの構造に関する知識 種類 構造 附属装置及び附属品 自動制御装置 2 時間 

ボイラーの取扱いに関する知

識 

使用中の留意事項 附属装置及び附属品の取扱い ボイラー用

水及びその処理 吹出し 

4 時間 

点火及び燃焼に関する知識 燃料 燃焼装置 点火及び燃焼方法 3 時間 

点検及び異常時の処置に関

する知識 

点検箇所及び点検要領 使用中における異常状態及びこれに対

する処置の方法 使用後の処置 清浄作業 

4 時間 

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、

ボイラー及び圧力容器安全規則（以下「ボイラー則」という。）及び

ボイラー構造規格（平成 15 年厚生労働省告示第 197 号）中の関

係条項 

1 時間 

 

第 3 章 普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習 

（講習科目の範囲及び時間） 

第 9 条 技能講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中

欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材

を用いて行うものとする。 

２ 前項の技能講習は、おおむね 100 人以内の受講者を 1 単位として行うものとす

る。 
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科 目 範 囲 時 間 

第 1 種圧力容器（化学設備

に係るものを除く。）の構造に

関する知識 

熱及び蒸気 第一種圧力容器の種類 第一種圧力容器各部の構

造及び強さ 附属品及び附属装置 第一種圧力容器用材料 

5 時間 

第一種圧力容器（化学設備

に係るものを除く。）の取扱い

に関する知識 

第一種圧力容器を使い始める前の準備 使用開始時の取扱い 

使用中の取扱い 使用休止時の取扱い 附属品及び附属装置の

取扱い 第一種圧力容器の保全 第一種圧力容器に生ずる事故

及び異常並びにその対策 

5 時間 

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、

ボイラー則及び圧力容器構造規格中の関係条項 

2 時間 
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5-4 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程 

 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省告示第 133 号 

改正 平成 30 年 6 月 19 日 厚生労働省告示第 249 号 

 

第 1 章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 

（講習科目の範囲及び時間） 

第 2 条 技能講習の学科講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞ

れ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる講習時間により、教本

等必要な教材を用いて行うものとする。 

２ 技能講習の実技講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同

表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる講習時間により行うものとす

る。 

3 第 1 項の学科講習は、おおむね 100 人以内の受講者を、前項の実技講習は、

10 人以内の受講生を、それぞれ 1 単位として行うものとする。 

 

(学科講習) 

講習科目 範 囲 講習時間 

酸素欠乏症及び救急そ生に

関する知識 

酸素欠乏症の病理、症状及び救急処置 2 時間 

酸素欠乏の発生の原因及び

防止措置に関する知識 

酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 酸素の

濃度の測定方法 換気の方法 

3 時間 

保護具に関する知識 空気呼吸器、酸素呼吸器及び送気マスク、墜落制止用器具等並

びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 

2 時間 

関係法令 法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏

症等防止規則中の関係条項 

2 時間 

 

 

(実技講習) 

講習科目 範 囲 講習時間 

救急そ生の方法 人口呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 2 時間 

酸素の濃度の測定 酸素濃度測定器の取扱い 測定位置の選定 1 時間 
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第 2 章 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

（講習科目の範囲及び時間） 

第 5 条 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習（以下この章において「技能

講習」という。）の学科講習は、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、

同表の中欄に掲げる範囲について同表の右欄に掲げる講習時間により、教本等必

要な教材を用いて行うものとする。 

２ 技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同

表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとす

る。 

3 第 1 項の学科講習は、おおむね 100 人以内の受講者を、前項の実技講習は、

10 人以内の受講生を、それぞれ 1 単位として行うものとする。 

 

(学科講習) 

講習科目 範 囲 講習時間 

酸素欠乏症、硫化水素中毒

及び救急そ生に関する知識 

酸素欠乏症及び硫化水素中毒の病理、症状及び救急処置 3 時間 

酸素欠乏及び硫化水素の発

生の原因及び防止措置に関

する知識 

酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生しやすい場所 酸

素及び硫化水素の濃度の測定方法 換気の方法 

4 時間 

保護具に関する知識 空気呼吸器、酸素呼吸器及び送気マスク、墜落制止用器具等並

びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 

2 時間 

関係法令 法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏

症等防止規則中の関係条項 

2 時間 30 分 

 

 

(実技講習) 

講習科目 範 囲 講習時間 

救急そ生の方法 人口呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 2 時間 

酸素及び硫化水素の濃度の

測定方法 

酸素濃度測定器及び硫化水素濃度測定器の取扱い 測定位置

の選定 

1 時間 

 

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例） 

第 7 条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習（酸素欠乏症防止規則等の一部を改正

する省令（昭和 57 年労働省令第 18 号）附則第 2 条及び労働安全衛生規則等の

一部を改正する等の省令（平成 15 年厚生労働省令第 175 号）附則第 2 条の規定
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により酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなされたものを含む。）を修了した者

に対する技能講習は、第 5 条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる講習科

目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄

及び右欄に掲げるとおりとする。 

２ （略） 

 

講習科目 範 囲 講習時間 

硫化水素中毒に関する知識 硫化水素中毒の病理及び症状 1 時間 

空気中の硫化水素の濃度が

百万分の十を超える状態の

発生の原因及び防止措置に

関する知識 

空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生の

原因 空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発

生しやすい場所 硫化水素の濃度の測定方法 

1 時間 

関係法令 法、令、安衛則及び酸欠則中の硫化水素中毒の防止に係る関係

条項 

30 分 

硫化水素の濃度の測定方法 硫化水素濃度測定器の取扱い 測定位置の選定 1 時間 
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6．労働基準法 

 

昭和 22 年 4 月 7 日 法律第 49 号 

改正 令和 2 年 3 月 31 日 法律第 13 号 

 

（寄宿舎の設備及び安全衛生） 

第 96 条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、

定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を

講じなければならない。 

② 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 

 

（監督上の行政措置） 

第 96 条の２ 使用者は、常時 10 人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危

険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合に

おいては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従

い定めた計画を、工事着手 14 日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 

② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を

差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 
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7. 鉱山保安法施行規則 

 

平成 16 年 9 月 27 日 省令第 96 号 

改正 平成 30 年経済産業省令第 9 号 

（土地の掘削） 

第 25 条 法第８条の規定に基づき、土地の掘削（石油の掘採を含む。）について鉱業権者が講ず

べき措置は、次に掲げるものとする。 

１ 鉱柱又は炭柱の設置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥没

による鉱害を防止するための措置を講ずること。 

２ 掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物

の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するため

の措置を講ずること。 

３ 略（海洋施設から土砂を排出するとき） 
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８．鉱山保安規則（石油鉱山編）旧石油則 

 

昭和 24 年 8 月 12 日 通商産業省令第 35 号 

廃止 平成 17 年 4 月 1日 

 

第 57 条 鉱業権者は、次の各号の１の作業に就く鉱山労働者については、当該作業を行うに必

要な保安のための教育を施さなければならない。 

8 電気溶接の作業 

9 ガス溶接の作業 

11 35 キロワット以上の原動機を使用するコンプレッサーを運転する作業 

21 石油鉱山における削井機械の運転作業 

27 つり揚能力５トン未満の起重機を運転する作業 

29 前各号のほか、中央鉱山保安協議会に諮問し、通商産業大臣が指定する作業 

１～７、10、12～20、22～26、28 略 

２ 略 

３ 鉱業権者は、第１項の教育を施し、又は前項の規定により教育を施したものとみなされ、技

能を選考した上指定した鉱山労働者（以下「指定鉱山労働者」という。）でなければ、第１項各

号の作業に就かせてはならない。 

４ 第１項の教育の程度及び選考の基準については、その細目を保安規程に定めなければな

らない。 

５ 前項第４項の規定は、指定鉱山労働者について準用する。 

６ 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、指定鉱山労働者の技能が不適当であると認

めたときは、鉱業権者に対して、指定鉱山労働者の再教育を命じ、又は指定鉱山労働者を

当該作業に就かせることを禁止することができる。 

７ 略 

 

（保安規程） 

第 72 条 鉱業権者は、鉱山労働者が守るべき次の事項については、その細目を保安規程に定め

なければならない。 

１ 事業場の清潔整とんに関すること。 

２ 作業用材料の整とん並びに機械及び器具の手入れに関すること。 

３ 作業中の服装に関すること。 

 

第 10 節 報告 

（災害・事故報告） 
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第 96 条 鉱業権者は、次の各号の１に該当するときは、法第 28 条の規定に基づき、鉱山保安監

督局長又は鉱山保安監督部長に、電信、電話その他の適当な方法により、直ちにその概況を

報告しなければならない。 

１ 火災、ガスの爆発、石炭鉱山における炭じんの爆発、ガス突出若しくは山はね、石炭鉱

山及び金属鉱山等おける自然発火、金属鉱山等における有害ガスのゆう出又は水害、

風害、雪害、震災若しくは火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての事故が起こ

ったとき。 

２ 前号のほか、災害により、死者、症状の重い者若しくは４週間以上休業見込の負傷者が

生じ、又は３日以上休業見込の負傷者が同時に５人以上生じたとき。 

３ 前２号のほか、災害により、作業の全部又は１部を休止したとき。 

2 前項の場合には、災害又は事故の経過及びこれに対する処置の詳細を災害又は事故のあ

った日から 30 日以内に、様式第 14 号により、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に

報告し、かつ、その記録を保存しなければならない。ただし、その期間内にその災害又は事

故に対する処置が終らないときは、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長の指示すると

ころにより、その災害又は事故の経過及び処置を鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長

に報告しなければならない。 

3 第１項第２号の場合において、４週間以上２月未満休業見込みの負傷者が１人のみ生じたと

きは、前項の規定にかかわらず、災害の経過及びこれに対する処置の概要を、災害のあった

日から 30 日以内に、様式第 15 号により、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に報告

し、かつ、その記録を保存しなければならない。 

4 第２項及び前項の記録の保存期間は、別に告示する。 

 

（災害記録の保存期間の制定（平成７年４月通産告示第 366 号）参照） 

第 105 条 重傷者が発生したときは、直ちに医師に通報し、救護のため応急の処置をしなければ

ならない。 

 

（見取図の作成等） 

第 106 条 第 96 条第１項の場合は、当該災害箇所の見取図を作成し、かつ、その現状を保存し

なければならない。ただし、災害の防止、救護その他保安のため必要があるとき又は鉱山保安

監督局長若しくは鉱山保安監督部長が指示したときは、この限りではない。 

 

（控 網） 

第 129 号第２項 特別の理由があるときのほか、45 度以下の傾斜とし、やぐらの脚の対角線上に設

けること 

 

（通 路） 
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第 130 条第 1 項 掘削やぐらの床面が地表から 0.5 メートル以上あるときは地表までの通路を設け

なければならない。 

 

（天 場） 

第 131 条 組立式のロータリー式掘削やぐらの頂点には 0.5 メートル以上の幅を有し手すりで囲ま

れた鉄製または丈夫な木製の足場を設けなければならない 

第 1 項第２号 その上端を 0.6 メートル以上突き出させて設ける等昇降に危険がないようによら

なければならない。 

第４号 垂直から後ろへそらさないこと 

第５号 やぐらとの間隔を 0.1 メートル以上保つこと 

 

（検 査） 

第 136 条 当該係員は、掘削その他の掘削作業前には、やぐらの各部材の異常の有無、ボルト取

付け及び釘打の良否、控綱の摩耗の程度その他の危険の有無を点検してその結果を保安日

誌に記載しなければならない。 

 

（具備事項） 

第 138 条 

第１号 さび止めのため塗金し、又は塗油すること 

第２号 接続するときは次によること 

イ 太さ 15 ミリメートル以上 22 ミリメートル以下のものは、ラップを５メートル以上とすること 

ロ 太さ 22 ミリメートルを超え 32 ミリメートル以下のものはラップを６メートル以上とすること 

ハ 太さ 32 ミリメートルを超えるものは、ラップを 7.5 メートル以上とする 

第３号 端止めをするときは、クリップを使用し、又は合金止めを行うこと。 

第４号 弾性が減少し、若しくは著しく腐食し、又はストランドが著しく緩んだときは、使用しないこ

と 

 

（キャットライン） 

第 140 条 キャットラインを使用するときには次の各号の規定によらなければならない。 

第１号 摩擦により溝を生じたキャットヘッドは使用しないこと 

第２号 キャットヘッドに巻き付ける部分は、継ぎ合わさないこと 

第３号 疲労したキャットラインは使用しないこと 

 

第 141 条 鉱山労働者は、キャットラインを使用する場合において、ケーシングパイプの取扱い等

大きい荷重をかけるときは、急激に引いてはならない。 
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（検査等） 

第 142 号 当該係員は、巻上用ロープ、キャットライン、首綱及び蛇口について、摩耗、腐食等の

有無を作業開始前に点検し、危険防止のため、適当な処置をした後でなければ、鉱山労働者

を作業につかせてはならない。 

 

（パイプ用エレベーターによる昇降の禁止） 

第 152 条 鉱山労働者はパイプ用エレベーターにより昇降してはならない。 

第 154 条 当該係鉱山労働者は、運転系統のすべてのバルブが開かれたことを確かめた後でなけ

れば、泥水ポンプを運転してはならない 

 

（検 査） 

第 155 条 機械保安係員は、掘削装置の注油箇所、チェーン、ブレーキ、安全弁及び計器類につ

いて、定期的に検査しその結果を保安日誌に記載しなければならない。 

 

（噴出防止設備の坑口設備等の耐圧試験） 

第 162 条 鉱場保安係員は、噴出防止設備の坑口装置(制限循環方式による場合に限る。)につ

いて 30 日以上ケーシングパイプを挿入しないときは、30 日以内ごとに次の表の左欄に掲げる掘

削する油層の性質又はガス層の性質若しくは深度及び同表の中欄に掲げる噴出防止設備の

種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる圧力以上の圧力でする耐圧試験を行い、その結

果を記録しなければならない。 

 

第 163 条 採油作業を行う場合において石油の噴出の恐れが多い坑井には、自噴採収装置その

他の坑口装置(噴出防止装置を除く。)を備えなければならない。 

２ 自噴採収装置その他の坑口装置(噴出防止装置を除く。)は、密閉坑口圧力の２倍の圧力以

上の圧力でする耐圧試験を行い、これに耐えるものでなければ使用してはならない。 

 

（水圧破砕法） 

第 175 条 

第１号 圧入作業は照明装置の設置その他原油の漏洩を直ちに発見できる措置を講じた場合

のほか、夜間実施しないこと 

第４号 坑口又は圧力パイプ内の圧力が第 2 号の試験圧力を超えたときは、直ちに圧入ポンプ

の運転を停止すること 

 

（パイプの耐圧試験） 

第 180 条 パイプ、その継手、バルブ及びパイプ付属金具(坑口装置の一部をなすものを除く。)は、

最高の使用圧力の 1.5 倍以上の圧力でする耐圧試験に合格するものでなければならない。 
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（粉じん防止） 

第 604 条 4 石油鉱山における屋内作業場において、著しく粉じんを飛散するときには、その粉じ

んにより、危険が生じないように、当該箇所における粉じんの吸引又は排出、機械又は装置の

密閉等適当な措置を講じなければならない。 

 

（具備事項及び遵守事項） 

第 631 条 コンプレッサーを設けるときは次の各号の規定によらなければならない。 

１ 安全弁を備えること 

２ 圧力計を備えること 

３ 気筒内の温度を知るため適当な箇所に機器を備えること 

４ 気筒には適当な潤滑油を使用すること。ただし、構造上潤滑油を必要としないものにつ

いては、この限りでない。 

 

（巻過ぎ防止） 

第 655 条 起重機には、巻過ぎを防止するため適当な安全装置を設け、またこれに準ずる安全な

措置を講じなければならない。 

 

（さく囲その他の危険防止設備） 

第 670 条 次の各号の機械又は装置の危険な部分には、さく囲、被覆その他の保安設備を設置し

なければならない。 

２ 床面又は台面から高さ２メートル以下にある軸及び突出した軸端並びにベルト、チェーン

又はロープによる連動装置 

６ 石油鉱山におけるドローワークスのロータリーチェーン、歯車、スプロケット、摩擦伝導装

置及びボルト又はナット等の突出部があるカップリング 

７ 前号のほか動力によって運転する機械 

 

第 674 条 水平車軸その他の運転装置で作業又は通行のためこれを横切るものには被覆その他

の適当な設備を設けなければならない。 

 

（ばい煙又は鉱煙の排出基準等） 

第 764 条 

２ 鉱業権者は、ばい煙発生施設若しくは鉱煙発生施設又はばい煙処理施設若しくは鉱煙処

理施設について、故障、破損、停電その他の事故が発生し、ばい煙排出基準に適合しない

ばい煙又は鉱煙排出基準に適合しない鉱煙を排出し、又は排出するおそれが生じたときは、

直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故をすみやかに復旧しなければ
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ならない。 

 

（坑廃水排出基準等） 

第 776 条 

3 鉱業権者は、坑水若しくは廃水の発生施設又は坑水若しくは廃水の処理施設について、故

障、破損、停電その他の事故が発生し、坑廃水排出基準に適合しない坑水若しくは廃水を

排出し、若しくは排出するおそれが生じたとき又は前項に規定する坑水若しくは廃水が地下

に浸透し、若しくは地下に浸透するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急の

措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。 

 

（騒音規制基準等） 

第 791 条 

2 騒音規制鉱山の鉱業権者は、騒音発生施設又は騒音防止施設について、故障、破損その

他の事故が発生し、騒音規制基準に適合しない騒音を発生し、又は発生するおそれが生じ

たときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しな

ければならない。 

 

（振動規制基準等） 

第 796 条 

2 振動規制鉱山の鉱業権者は、振動発生施設又は振動防止施設について、故障、破損その

他の事故が発生し、振動規制基準に適合しない振動を発生し、又は発生するおそれが生じ

たときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しな

ければならない。 
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9. 鉱業上で使用する工作物等の技術基準省令 

平成 16 年 9 月 27 日 経済産業省令 第 97 号 

改正 平成 30 年 3 月 30 日 経済産業省令第９号 

 

（掘削装置） 

第 17 条第２項第１号 やぐらの基礎は、最大総荷重を支持し、風圧によるやぐらの倒壊を防止する

支持力を有していること。 

第２号 やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有していること。 

第３号 やぐらに控綱を設けるときは、風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロ

ックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な控綱の数であること。 

第３項第２号 ドローワークスの巻揚用ロープは、ファーストラインに掛かる最大荷重に耐える強

度を有していること。 

第３号 ドローワークスのブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。 

第４号 ドローワークスの動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられていること。 

第４項第２号 掘削に使用するロータリーホースは、循環泥水の最高使用圧力に対して十分な

強度を有していること。 

第３号 ロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられていること。 

第４号 ロータリーのパイプトングの平衡錘は、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な

保護設備が設けられていること。 

第５号 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る

孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていること。 

第６号 フックには、パイプ用エレベーターのリンク又はスイベルベールが外れないための適

切な安全装置が設けられていること。 

第７号 パイプ用エレベーター、フック及びトラベリングブロックは、予想される最大荷重に耐え

る強度を有していること。 

第８号 泥水ポンプには、圧力計及び安全弁が設けられていること。 

第９号 泥だめ及びろ過池のえん堤の材料は、突き固めた粘土その他の不浸透性のものであ

ること。 

第 10 号 ロータリー方式で掘削作業を行うための装置には、ウェイトインディケーターが設け

られていること。 

第 11 号 イ 掘削作業、試油作業、坑井の仕上げ作業、坑井の改修作業又は廃坑作業の坑

井には、石油の噴出を防止するため、適切な噴出防止設備が設けられていること。 

ロ 掘削作業の坑井には、逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、循環泥水タンク

内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることがで きる装置が設けられていること 

ハ 掘削作業又は試油作業の坑井には、非常用泥水又は必要な材料が備えられているこ

と。ただし、自噴採収装置を備えたときは、この限りでない。  
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10．鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針（内規） 

2012 年 11 月 30 日制定 

20121115 商局第 4 号 

 

第 15 章 掘削装置（第１７条関係） 

１ 技術基準省令第１７条第２項第１号に規定する「最大総荷重」とは、最大静荷重、加速度荷重

及び坑壁との摩擦によ る荷重を合計したものをいう 

２ 技術基準省令第１７条第２項第１号に規定する「風圧」とは、羽目、脚、たすき、ぬき、立て掛

けられた鋼管等やぐらの全露出面に対する風速３０ｍ/ｓの風圧をいう。 

３ 技術基準省令第１７条第２項第２号に規定する「最大静荷重」とは、やぐらの自重に掘削装置

又は採油装置の荷重を加えたものをいう。 

４ 技術基準省令第１７条第２項第２号に規定する「十分な強度を有している」とは、やぐらの脚の

安全率が、鉄製やぐらにあっては２．７以上、木製やぐらにあっては５以上であることをいう。 

５ 技術基準省令第１７条第２項第３号に規定する「適切な控綱の数」とは、やぐらの高さが２２ｍ

以下のものにあっては、やぐらの脚数以上の数、やぐらの高さが２２ｍを超えるものにあっては、

やぐらの脚数の２倍以上の数をいう。 

6 （１） 巻揚用ロープの安全率が、ファーストラインに掛かる荷重の最大値に対して３以上である

こと。ただし、ケーシングパイプの挿入作業又は抑留管の強引作業において、特に安全のた

めの措置を講じたときは、この限りでない。 

（２） 安全率の計算は次の計算式によること 

Sf = Sr / W × A 

W = W0 × 1 / ( n × η) 

W0 = ( W1 + W2 × α) × g 

η = 1 / n × (εn – 1 ) / εs ･ ( ε – 1 ) 

α = 1 – X / Y 

ここにＳｆ：巻揚用ロープの安全率 

Ａ ：ロープの屈曲効率で 0.96 とする。 

Ｓｒ：ロープ製造者が示す保証破断荷重(kN) 

Ｗ ：ファーストラインにかかる荷重の最大の値(kN) 

Ｗ１：巻揚用ロープ及び吊り具類の質量(t) 

Ｗ２：ケーシングパイプ又はストリングス類の空中質量(t) 

ｎ ：トラベリングブロックに掛かる巻揚用ロープの本数 

η ：シーブ効率 

ε ：シーブの摩擦係数 

ｓ ：回転するシーブの数 

α ：泥水による浮力係数 
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Ｘ ：泥水の比重 

Ｙ ：鋼の比重 

ｇ ：定数( 9.8m/s2) 

７ 技術基準省令第１７条第４項第７号に規定する「最大荷重に耐える強度を有している」とは、

パイプ用エレベーター、フック及びトラベリングブロックの安全率が、最大静荷重に対して４以

上であることをいう。 

８ 技術基準省令第１７条第４項第１１号イに規定する「適切な噴出防止設備が設けられている」

とは、次に掲げる要件を満たしていることをいう。ただし、掘管、チュービングパイプ又はケー

シングパイプを坑井内に挿入させる場合であって、これらの周囲から石油が噴出することを自

動的に防止する装置を坑口に備えている場合は、（１）から（３）までの規定によらないことがで

きる。 

（１） 噴出防止設備の噴出防止装置は、開閉式のものであり、専用の動力源を有し、かつ、速や

かに作動できる遠隔操作式のものであること。 

（２） 噴出防止設備の噴出防止装置がステムを備える構造のものであるときは、当該ステムは、

やぐらの外から操作できるよう長いものであること。 

（３） 噴出防止設備の噴出防止装置の非常用の作動装置又は警報措置は、ドローワークスを運

転する鉱山労働者の付近に備えられていること。 

（５） 掘管、チュービングパイプ又はケーシングパイプの内部からの石油の噴出を防止するため

の装置が用意されていること。 

（８） 噴出防止設備の坑口設備（噴出防止装置（（７）②ただし書きの装置を除く。）、ウエルヘッ

ド、チョークライン、キルライン、チョーク及びバルブ類からなるものであって、制限循環方式に

よる場合に限る。）は、次の表の左欄に掲げる掘削する油層の性質若しくはガス層の性質又

は掘削する深度に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる圧力以上の圧力に耐えるものであ

ること。 

 

※ ()内但書は海底設置のスタック式噴出防止装置が相当 
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11．電気事業法 

 

昭和 39 年 7 月 11 日 法律第 170 号 

改正 令和 2 年 6 月 12 日 法律第 49 号 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の

利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用

を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 

 

第３章 電気工作物 

第１節 定 義  

第 38 条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小

出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同

じ。）に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が

発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。 

１ 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一

の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内

に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電

のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的

に接続されていないもの 

２ 構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置

する電気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前

号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電する

ための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に

接続されていないもの 

３ 前２号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの 

２ 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の

電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。 

３ この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 

４ この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及

び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 

１ 一般送配電事業 

２ 送電事業 

３ 特定送配電事業 
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４ 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める

要件に該当するもの 

 

第２節 事業用電気工作物 

第１款 技術基準への適合 

（技術基準適合命令） 

第 40 条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第１項の主務省令で定める技術基準に適合し

ていないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように

事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを

命じ、又はその使用を制限することができる。 

 

（保安規程） 

第 42 条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な

事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使

用（第 51 条第１項の自主検査又は第 52 条第１項の事業者検査を伴うものにあつては、その工

事）の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 

２ 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を

主務大臣に届け出なければならない。 

３ 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要

があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを

命ずることができる。 

４ 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。 

 

（主任技術者） 

第 43 条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けてい

る者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 

２ 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、

主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 

３ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき（前項の許可を受けて選任

した場合を除く。）は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任し

たときも、同様とする。 

４ 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠

実に行わなければならない。 

５ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のため
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にする指示に従わなければならない。 

 

（主任技術者免状） 

第 44 条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。 

１ 第１種電気主任技術者免状 

２ 第２種電気主任技術者免状 

３ 第３種電気主任技術者免状 

４ 第１種ダム水路主任技術者免状 

５ 第２種ダム水路主任技術者免状 

６ 第１種ボイラー・タービン主任技術者免状 

７ 第２種ボイラー・タービン主任技術者免状 

２ 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 

１ 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を

有する者 

２ 前項第１号から第３号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術

者試験に合格した者 

３～４ 略 

５ 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気

工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、

経済産業省令で定める。 

 

（電気主任技術者試験） 

第 45 条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、

維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 

２～３ 略 

 

（工事計画） 

第 47 条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要な

ものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可

を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災

害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 

２ 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大

臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものである

ときは、この限りでない。 

３ 略 

４ 事業用電気工作物を設置する者は、第１項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、
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その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

５ 第１項の認可を受けた者は、第２項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞

なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で

定める場合は、この限りでない。 

第 48 条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事（前条第１項の主務省令で定めるものを除

く。）であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出

なければならない。その工事の計画の変更（主務省令で定める軽微なものを除く。）をしようとす

るときも、同様とする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から 30 日を経過した後でなけ

れば、その届出に係る工事を開始してはならない。 

３～４ 略 
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１2．電気事業法施行規則 

 

平成 7 年 10 月 18 日 通商産業省令第 77 号 

改正 平成 30 年 12 月 27 日 経済産業省令第 17 号 

 

第２節 事業用電気工作物 

第２款 自主的な保安 

（保安規程） 

第 50 条 法第 42 条第１項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定

めるものとする。 

１ 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業又は発電事業（法第 38 条第４

項第４号に掲げる事業に限る。）の用に供するもの 

２ 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの 

２ 前項第１号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第 42 条第１項の保安規程にお

いて、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 

１ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規

程の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関すること。 

２ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること（次号

に掲げるものを除く。）。 

３ 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必

要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 

４ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであ

って次に掲げるもの 

イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。 

ロ 保安のための技術に関すること。 

ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。 

５ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、

及び改善するための措置であって次に掲げるもの（前号に掲げるものを除く。） 

イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針

及び体制に関すること。 

ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に

関すること。 

ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施

に関すること。 

ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価

に関すること。 
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ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善

に関すること。 

６ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書

の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。 

７ 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。 

８ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関す

ること。 

９ 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。 

10 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 

11 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及

びその重要度に応じた管理に関すること。 

12 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 

13 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 

14 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。 

15 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 

３ 第１項第２号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第 42 条第１項の保安規程にお

いて、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70

号）、鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号）、軌道法（大正 10 年法律第 76 号）又は鉄道事業

法（昭和 61 年法律第 92 号）が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電

所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。 

１ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織

に関すること。 

２ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関するこ

と。 

３ 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査

に関すること。 

４ 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。 

５ 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。 

６ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。 

７ 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。 

８ 事業用電気工作物（使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査（以下

「法定事業者検査」と総称する。）又は法第 51 条の２第１項若しくは第２項の確認（以下

「使用前自己確認」という。）を実施するものに限る。）の法定事業者検査又は使用前自己

確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。 

９ その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項 
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４ 大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第２条第４号に規定する地震防災対

策強化地域（以下「強化地域」という。）内に法第 38 条第４項各号に掲げる事業の用に供する

電気工作物を設置する電気事業者（大規模地震対策特別措置法第６条第１項に規定する者

を除く。次項において同じ。）にあっては、前２項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事

項について保安規程に定めるものとする。 

１ 大規模地震対策特別措置法第２条第３号に規定する地震予知情報及び同条第 13 号に

規定する警戒宣言（以下「警戒宣言」という。）の伝達に関すること。 

2 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に

関すること。 

３ 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。 

４ 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。 

５ 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整

備に関すること。 

６ 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報

に関すること。 

７ その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。 

５ 大規模地震対策特別措置法第３条第１項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強

化地域内において法第 38 条第４項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置して

いる電気事業者は、当該指定のあった日から６月以内に保安規程において前項に掲げる事

項について定め、法第 42 条第２項の規定による届出をしなければならない。 

６ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）

第３条第１項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第

38 条第４項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者（南海トラフ

地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第５条第１項に規定する者を除き、同

法第２条第２項に規定する南海トラフ地震（以下「南海トラフ地震」という。）に伴い発生する津

波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第４条第１項に規定する南海トラフ地震防災

対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。）にあっては、第２項及び第３項に

掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。 

１ 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 

2 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。 

７ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３条第１項の規定による

南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域

内において法第 38 条第４項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電

気事業者は、当該指定のあった日から６月以内に、保安規程において前項に掲げる事項に

ついて定め、法第 42 条第２項の規定による届出をしなければならない。 
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８ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平

成 16 年法律第 27 号）第３条第１項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災

対策推進地域として指定された地域内に法第 38 条第４項各号に掲げる事業の用に供する

電気工作物を設置する電気事業者（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法第６条第１項に規定する者を除き、同第２条第１項に規定する

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震（以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。）

に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第５条第１項に規定する日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において

同じ。）にあっては、第２項及び第３項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について

保安規程に定めるものとする。 

１ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に

関すること。 

２ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及

び広報に関すること。 

９ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３

条第１項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、

現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第 38 条第４

項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあ

った日から６月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第 42 条第２

項の規定による届出をしなければならない。 

 

（主任技術者の選任等） 

第 52 条 法第 43 条第１項の規定による主任技術者の選任は、次の表の左欄に掲げる事業場又

は設備ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者のうちから行うものとする。 

１～５ 略 略 

６ 発電所、変電所、需要設備又は送

電線路若しくは配電線路を管理す

る事業場を直接統括する事業場 

第１種電気主任技術者免状、第２種電気主任技術者免状又は第

３種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括

する発電所のうちに４の水力発電所以外の水力発電所（小型のも

の又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの

を除く。）がある場合は、第１種ダム水路主任技術者免状又は第２

種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接

統括する発電所のうちに五のガスタービンを原動力とする火力発

電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所（小型のガス

タービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。）が

ある場合は、第１種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第２種

ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 

 

２ 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、

当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務（以下「保安

管理業務」という。）を委託する契約（以下「委託契約」という。）が次条に規定する要件に該当
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する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣（事業場が

１の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督

部長。次項並びに第 53 条第１項、第２項及び第５項において同じ。）の承認を受けたもの並

びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用さ

れるもののみに係る前項の表第３号又は第６号の事業場については、同項の規定にかかわら

ず、電気主任技術者を選任しないことができる。 

１ 出力 2,000 キロワット未満の発電所（水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び

風力発電所に限る。）であって電圧 7,000 ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第

１号、第２号又は第６号の事業場 

２ 出力 1,000 キロワット未満の発電所（前号に掲げるものを除く。）であって電圧 7,000 ボ

ルト以下で連系等をするもの 前項の表第３号又は第６号の事業場 

３ 電圧 7,000 ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第３号又は第６号の事業場 

４ 電圧 600 ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場 

３ 略（水力発電所関係、ダム水路主任技術者を選任しないことができる） 

４ 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に２以上の事業場又は設備の主任技術者

を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障

がないと認められる場合であって、経済産業大臣（監督に係る事業用電気工作物が１の産業

保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部

長。第 53 条の２において同じ。）の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 

（免状の種類による監督の範囲） 

第 56 条 法第 44 条第５項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の

範囲は、次の表の左欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げ

るとおりとする。 

主任技術者免状 

の種類 

保安の監督をすることができる範囲 

１ 第１種電気主任

技術者免状 

事業用電気工作物の工事、維持及び運用（４又は６に掲げるものを除く。） 

２ 第２種電気主任

技術者免状 

電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用（４又は６に掲げ

るものを除く。） 

３ 第３種電気主任

技術者免状 

電圧５万ボルト未満の事業用電気工作物（出力5,000キロワット以上の発電所を除

く。）の工事、維持及び運用（４又は６に掲げるものを除く。） 

４～７ 略 略 

 

 

（工事計画の事前届出） 

第 65 条 法第 48 条第１項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 

１ 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第２の左欄に掲げる工事の

種類に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるもの（事業用電気工作物が滅失し、若しく
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は損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事と

してするものを除く。） 

２ 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第４の左欄に掲げる工事の

種類に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるもの（別表第２の中欄若しくは右欄に掲げ

るもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常

の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。） 

２ 法第 48 条第１項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第２の右欄に掲げる変更の工事

又は別表第４の左欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。 

 

別表第２（第 62 条、第 65 条関係） 

工事の種類  認可を要するもの 事前届出を要するもの 

発電所 １ 設置の工事 １ 出力20キロワット以上の発電

所の設置であって、次に掲げる

もの以外のもの 

(2) 火力発電所の設置 

 

 

１ 発電所の設置であって、次に掲

げるもの 

(2) 火力発電所であって汽力を原

動力とするもの（小型の汽力を原

動力とするものであって別に告示

するものを除く。）の設置 

(3) 出力1,000キロワット以上の火力

発電所であってガスタービンを原

動力とするものの設置 

(4) 出力10,000キロワット以上の火

力発電所の設置であって内燃力

を原動力とするものの設置 

(5) 火力発電所であって汽力、ガス

タービン及び内燃力以外を原動

力とするものの設置 

(6) 火力発電所であって二以上の

原動力を組み合わせたものを原

動力とするものの設置 

 ２ 変更の工事 

(1) 発電設備の設

置 

出力20キロワット以上の発電設

備の設置であって、次に掲げる

もの以外のもの 

(1) 水力発電所の発電設備の

設置 

(2) 火力発電所の発電設備の

設置 

 

発電設備の設置であって、次に掲

げるもの 

(1) 水力発電所の発電設備（小型

のもの又は特定の施設内に設置

されるものであって別に告示する

ものを除く。）の設置 

(2) 火力発電所の発電設備であっ

て汽力を原動力とするもの（小型

の汽力を原動力とするものであっ

て別に告示するものを除く。）の設

置 

(3) 火力発電所の出力1,000キロワ

ット以上の発電設備であってガス

タービンを原動力とするものの設

置 

(4) 火力発電所の出力10,000キロワ

ット以上の発電設備の設置であっ

て内燃力を原動力とするものの設

置 

(5) 火力発電所の発電設備であっ
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て汽力、ガスタービン及び内燃力

以外を原動力とするものの設置 

(6) 火力発電所の発電設備であっ

て二以上の原動力を組み合わせ

たものを原動力とするものの設置 

 (2) 発電設備の設

置の工事以外の変

更の工事であっ

て、次の設備に係

るもの 

１  原動力設備 

(1) 水力設備 

省略 

(2) 火力設備 

イ 蒸気タービン 

ロ ボイラー若しく

は独立過熱器

（ バーナーを含

む。以下同じ。）

又は蒸気貯蔵器 

 １ 出力1,000キロワット以上の発電

設備に係る蒸気タービンの設置 

２ 出力1,000キロワット以上の発電

設備に係る蒸気タービンの改造

であって、次に掲げるもの 

(1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又

は温度の変更を伴うもの 

(2) 回転速度の変更又は５パーセン

ト以上の定格出力の変更を伴うも

の 

(3) 調速装置又は非常調速装置の

種類の変更を伴うもの 

３ 出力1,000キロワット以上の発電

設備に係る蒸気タービンの取替え 

 

１ 発電設備に係るボイラー、独立

過熱器又は蒸気貯蔵器の設置 

２ ボイラー、独立過熱器又は蒸気

貯蔵器の改造であって、次に掲

げるもの 

(1) 最高使用圧力又は最高使用温

度の変更を伴うもの 

(2) 再熱器の最高使用圧力又は最

高使用温度の変更を伴うもの 

(3) 安全弁の能力の変更を伴うもの 

３ ボイラー、独立過熱器又は蒸気

貯蔵器の取替え 

４ 出力1,000キロワット以上の発電

設備に係るボイラーの改造であっ

て、燃料の種類の変更又は追加

を伴うもの（石炭、石油、液化ガス

及びガス以外のものに係る場合に

限る。） 

 ハ 蒸気井 

 

二、ホ、へ 略 

 設置 

需要設備

（鉱山保安

法が適用さ

れるものを

除く。） 

１ 設置の工事 

 

２ 変更の工事 略 

 受電電圧 10,000 ボルト以上の需要

設備の設置 
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別表第４（第 65 条関係） 

工事の種類 事前届出を要するもの 

１～７、10 略 略 

８ 騒音規制法第２条第１項に規定する特

定施設に該当する電気工作物（同法第３

条第１項の規定により指定された地域内

に設置するものに限る。）を設置する事業

場の電気工作物に係る工事 

発電所、変電所、送電線路、電力用保安通信設備、需要設備

若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送

風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級

機（騒音規制法第２条第１項に規定する特定施設に該当する

ものに限る。）の設置（特定施設の種類ごとの数を当該特定施

設の種類について直近に届け出た数の２倍以内の数に増加

する場合を除く。）又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若し

くは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの 

９ 振動規制法第２条第１項に規定する特

定施設に該当する電気工作物（同法第３

条第１項の規定により指定された地域内

に設置するものに限る。）を設置する事業

場の電気工作物に係る工事 

発電所、変電所、送電線路、電力保安用通信設備、需要設備

若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕

機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級機（振動規制法第２

条第一項に規定する特定施設に該当するものに限る。）の設

置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係

る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力

の減少を伴うもの 
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13． 電気工事士法 

 

昭和 35 年 8 月 1 日 法律第 139 号 

改正 平成 26 年 6 月 18 日 法律第 72 号 

 

（目 的） 

第１条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠

陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第

38 条第１項に規定する一般用電気工作物をいう。 

２ この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第 38 条第４項に規定する自家用

電気工作物（発電所、変電所、最大電力 500 キロワット以上の需要設備（電気を使用するた

めに、その使用の場所と同一の構内（発電所又は変電所の構内を除く。）に設置する電気工

作物（同法第２条第１項第 18 号に規定する電気工作物をいう。）の総合体をいう。）その他の

経済産業省令で定めるものを除く。）をいう。 

３ この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、

又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 

４ この法律において「電気工事士」とは、次条第１項に規定する第１種電気工事士及び同条第

２項に規定する第２種電気工事士をいう。 

 

（電気工事士等） 

第３条 第１種電気工事士免状の交付を受けている者（以下「第１種電気工事士」という。）でなけ

れば、自家用電気工作物に係る電気工事（第３項に規定する電気工事を除く。第４項において

同じ。）の作業（自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業

省令で定めるものを除く。）に従事してはならない。 

２ 第１種電気工事士又は第２種電気工事士免状の交付を受けている者（以下「第２種電気工

事士」という。）でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業（一般用電気工作物

の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同

じ。）に従事してはならない。 

３ 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの（以下「特殊電

気工事」という。）については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付

を受けている者（以下「特種電気工事資格者」という。）でなければ、その作業（自家用電気工

作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。）

に従事してはならない。 
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４ 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの（以下「簡易電

気工事」という。）については、第１項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交

付を受けている者（以下「認定電気工事従事者」という。）は、その作業に従事することができ

る。 

 

（電気工事士免状） 

第 4 条 電気工事士免状の種類は、第１種電気工事士免状及び第２種電気工事士免状とする。 

２ 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 

３ 第１種電気工事士免状は、次の各号の１に該当する者でなければ、その交付を受けることが

できない。 

１ 第１種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関

し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 

２ 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有し

ていると都道府県知事が認定した者 

４ 第２種電気工事士免状は、次の各号の１に該当する者でなければ、その交付を受けることが

できない。 

１ 第２種電気工事士試験に合格した者 

２ 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第２種電気工事

士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者 

３ 経済産業省令で定めるところにより、前２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有

していると都道府県知事が認定した者 

５～７ 略 
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14． 電気工事士法施行規則 

 

昭和 35 年 9 月 30 日 通商産業省令 第 97 号 

改正 令和元年 12 月 13 日 経済産業省令 第 49 号 

 

（第１種電気工事士の認定の基準） 

第２条の５ 法第４条第３項第２号の認定は、次の各号の１に該当する者について行う。 

１ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 44 条第１項第１号の第１種電気主任技術者

免状、同項第２号の第２種電気主任技術者免状若しくは同項第３号の第３種電気主任

技術者免状（以下「電気主任技術者免状」と総称する。）の交付を受けている者又は旧

電気事業主任技術者資格検定規則（昭和７年逓信省令第 54 号）により電気事業主任

技術者の資格を有する者（以下単に「電気事業主任技術者」という。）であつて、電気

主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物

の工事、維持又は運用に関する実務に５年以上従事していたもの 

２ 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、

経済産業大臣が定める資格を有するもの 

 

（保安統括者、保安技術管理者及び保安係員） 

第 27 条の２ 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造

保安統括者（以下「保安統括者」という。）を選任し、第 32 条第１項に規定する職務を行わせな

ければならない。 

１ 第１種製造者であつて、第５条第１項第１号に規定する者（経済産業省令で定める者を

除く。） 

２ 第２種製造者であつて、第５条第２項第１号に規定する者（１日に製造をする高圧ガスの

容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下であ

る者その他経済産業省令で定める者を除く。） 

２ 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなけ

ればならない。 

３ 第１項第１号又は第２号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、

高圧ガス製造保安責任者免状（以下「製造保安責任者免状」という。）の交付を受けている者

であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧

ガス製造保安技術管理者（以下「保安技術管理者」という。）を選任し、第 32 条第２項に規定

する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所

の区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者で

あつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場

合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 
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４ 第１項第１号又は第２号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ご

とに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であ

つて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス

製造保安係員（以下「保安係員」という。）を選任し、第 32 条第３項に規定する職務を行わせ

なければならない。 

５ 第１項第１号又は第２号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅

滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。これを解任したときも、同様とする。 

６ 第１項第１号又は第２号に掲げる者は、第３項又は第４項の規定による保安技術管理者又は

保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事

に届け出なければならない。 

７ 第１項第１号又は第２号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に協

会又は第 31 条第３項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受け

させなければならない。 
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15．自家用電気工作物関係令 

 

●主任技術者制度の解釈及び運用（内規） 

20190304 保局第１号 平成 31 年３月 11 日 

改正 ２０２００９２４保局第１号 令和２年９月 29 日 

 

２．電気事業法第 43 条第２項の許可は、次の基準により行うものとする。 

（１） 電気主任技術者に係る法第 43 条第２項の許可は、その申請が次の①及び②の要件に適合

し、かつ、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に

限り、行うものとする。 

①電気主任技術者を選任しようとする事業場又は設備が次のいずれかに該当すること。 

イ 次に掲げる設備又は事業場のみを直接統括する事業場 

（イ）出力 500 キロワット未満の発電所（（ホ）に掲げるものを除く。） 

（ロ）電圧 10,000 ボルト未満の変電所 

（ハ）最大電力 500 キロワット未満の需要設備（（ホ）に掲げるものを除く。） 

（ニ）電圧 10,000 ボルト未満の送電線路又は配電線路を管理する事業場 

（ホ）非自航船用電気設備であって出力 1,000 キロワット未満の発電所又は最大電力 1,000

キロワット未満の需要設備 

ロ 次に掲げる設備又は事業場の設置の工事のための事業場 

（イ）出力 500 キロワット未満の発電所（（ホ）に掲げるものを除く。） 

（ロ）電圧 10,000 ボルト未満の変電所 

（ハ）最大電力 500 キロワット未満の需要設備（（ホ）に掲げるものを除く。） 

（ニ）電圧 10,000 ボルト未満の送電線路 

（ホ）非自航船用電気設備（非自航船に設置される電気工作物の総合体をいう。以下同じ。）

であって出力 1,000 キロワット未満の発電所又は最大電力 1,000 キロワット未満の需要設

備 

②電気主任技術者として選任しようとする者が、次のいずれかに該当すること。 

イ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による高等学校又はこれと同等以上の教育施設に

おいて、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令（昭和 40 年通商

産業省令第 52 号）第７条第１項各号の科目を修めて卒業した者 

ロ 電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号）第３条第１項に規定する第１種電気工事士（ハ

に掲げる者であって、同法第４条第３項第１号に該当する者として免状の交付を受けた者を

除く。） 

ハ 電気工事士法第６条に規定する第１種電気工事士試験に合格した者 

ニ 旧電気工事技術者検定規則（昭和 34 年通商産業省告示第 329 号）による高圧電気工

事技術者の検定に合格した者 
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ホ 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者 

へ 最大電力 100 キロワット未満（非自航船用電気設備にあっては最大電力 300 キロワット未

満）の需要設備又は電圧 600 ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみを直接統括す

る事業場に係る場合は、イからホまでに掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者 

（イ）電気工事士法第３条第２項に規定する第２種電気工事士 

（ロ）学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の

電気工学科以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む。）に関する科

目を修めて卒業した者 

ト イからホまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者、又はへに規定する場合

にあっては、へ（イ）若しくは（ロ）に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者 

 

６．規則第 52 条第４項ただし書の承認は、次の基準により行うものとする。 

（１） 電気主任技術者に係る規則第 52 条第４項ただし書の承認は、その申請が次に掲げる要件

の全てに適合する場合に行うものとする。 

なお、兼任させようとする事業場若しくは設備の最大電力が 2,000 キロワット以上となる場合

又は兼任させようとする事業場若しくは設備が６以上となる場合は、保安業務の遂行上支障とな

る場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。 

①兼任させようとする事業場又は設備が電圧 7,000 ボルト以下で連系等をするものであること。 

②兼任させようとする者が兼任する事業場（この②において「申請事業場」という。）が次のいず

れかに該当すること。 

イ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の事業場 

ロ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の親会社

又は子会社である者の事業場 

ハ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者と同一の

親会社の子会社である者の事業場 

ニ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場又は既に兼任している事業場（このニにおい

て「原事業場」という。）と同一敷地内にある事業場であって、当該申請事業場の事業用電

気工作物の設置者及び当該原事業場の事業用電気工作物の設置者（このニにおいて「両

設置者」という。）が次に掲げる要件の全てを満たすもの 

(イ) 両設置者間において締結されている１．（１）①又は②の契約等において、規則第５３条

第２項第５号に規定された事項（点検頻度に関するものを除く。）に準じた事項が定められ

ていること。 

(ロ) (イ)に定める事項を、当該申請事業場及び当該原事業場に勤務する従業員その他の関

係者に対し周知していること。 

(ハ) 保安規程において、(イ)に定める協定を遵守する旨を定めていること。 
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③ 兼任させようとする者が、第１種電気主任技術者免状、第２種電気主任技術者免状又は第３

種電気主任技術者免状の交付を受けていること。 

④ 兼任させようとする者の執務の状況が次に適合すること。 

イ 兼任させようとする事業場又は設備は、兼任させようとする者が常時勤務する事業場又は

その者の住所から２時間以内に到達できるところにあること。 

ロ 点検は、規則第５３条第２項第５号の頻度に準じて行うこと。 

⑤ 電気主任技術者が常時勤務しない事業場の場合は、電気工作物の工事、維持及び運用の

ために必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。 
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16．消防法 

 

昭和 23 年 7 月 24 日 法律第 186 号 

改正 平成 30 年 5 月 30 日 法律第 33 号 

 

第 11 条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造

所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、

当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構

造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。 

１ 消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び第３号において「消防本部等所在市町村」

という。）の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（配管によつて危険物の移送

の取扱いを行うもので政令で定めるもの（以下「移送取扱所」という。）を除く。） 当該市

町村長 

２ 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所

（移送取扱所を除く。） 当該区域を管轄する都道府県知事 

３、４ 略 

②～⑦項 略 
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17．火薬類取締法 

 

 昭和 25 年 5 月 4 日 法律第 149 号 

改正 令和元年 6 月 7 日 法律第 26 号 

 

（消 費） 

第 25 条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者（火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃

焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。）は、都道府県知事の許可を受けなければなら

ない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産

業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場

合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の

措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。 
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１8．ボイラー及び圧力容器安全規則 

 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令第 33 号 

改正 令和 2 年 4 月 20 日 厚生労働省令第 87 号 

 

第３章 第１種圧力容器 

（製造許可） 

第 49 条 第１種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第１種圧力容器について、あら

かじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受け

ている第１種圧力容器と型式が同一である第１種圧力容器（以下「許可型式第１種圧力容器」と

いう。）については、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、第１種圧力容器製造許可申請書（様式第１号）に第１種

圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局

長に提出しなければならない。 

１ 強度計算 

２ 第１種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 

３ 工作責任者の経歴の概要 

４ 工作者の資格及び数 

５ 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果 

 

（構造検査） 

第 51 条 第１種圧力容器を製造した者は、法第 38 条第１項の規定により、登録製造時等検査機

関の検査を受けなければならない。 

２ 溶接による第１種圧力容器については、第 53 条第１項の規定による検査に合格した後でな

ければ、前項の規定による検査（以下この章において「構造検査」という。）を受けることができ

ない。 

３ 構造検査を受けようとする者は、第１種圧力容器構造検査申請書（様式第２号）に第１種圧

力容器明細書（様式第23号）を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。 

４ 登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した第１種圧力容器に様式第４号による刻印を

押し、かつ、その第１種圧力容器明細書に様式第５号による構造検査済の印を押して申請者

に交付する。 

 

（溶接検査） 

第 53 条 溶接による第１種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第 38 条第１項の規定により、

当該第１種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。ただ



−163− 
 

し、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第１種圧力容器については、この限

りでない。 

２ 前項の規定による検査（以下この章において「溶接検査」という。）を受けようとする者は、当

該第１種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第１種圧力容器溶接検査申請書（様式第７

号）に第１種圧力容器溶接明細書（様式第８号）を添えて、登録製造時等検査機関に提出し

なければならない。 

３ 登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格した第１種圧力容器に様式第９号による刻印を

押し、かつ、その第１種圧力容器溶接明細書に様式第 10 号による溶接検査済の印を押して

申請者に交付する。 

 

（就業制限） 

第 55 条 事業者は、令第 20 条第４号の業務のうち第１種圧力容器の溶接の業務については、特

別ボイラー溶接士でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが 25 ミ

リメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボ

イラー溶接士を当該業務につかせることができる。 

 

（設置届） 

第 56 条 事業者は、第１種圧力容器を設置しようとするときは、法第 88 条第１項の規定により、第

１種圧力容器設置届（様式第 24 号）に第１種圧力容器明細書（様式第 23 号）並びに第１種圧

力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。 

 

（落成検査） 

第 59 条 第１種圧力容器を設置した者は、法第 38 条第３項の規定により、当該第１種圧力容器

及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただ

し、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第１種圧力容器については、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定による検査（以下この章において「落成検査」という。）は、構造検査又は使用検

査に合格した後でなければ、受けることができない。 

３ 落成検査を受けようとする者は、第１種圧力容器落成検査申請書（様式第 15 号）を所轄労

働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第

56 条の届出をしていないときは、同条の第１種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に

必要な書面を添付するものとする。 

 

（第１種圧力容器検査証） 
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第 60 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第１種圧力容器又は前条第１項ただし書

の第１種圧力容器について、第１種圧力容器検査証（様式第６号）を交付する。 

２ 略 

 

（第１種圧力容器取扱作業主任者の選任） 

第 62 条 事業者は、令第６条第 17 号の作業のうち化学設備（令第９条の３第１号に掲げる化学設

備をいう。以下同じ。）に係る第１種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第１種

圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第６条第 17 号の作業のうち化

学設備に係る第１種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、１級

ボイラー技士若しくは２級ボイラー技士又は化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主任者技

能講習若しくは普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第１種

圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。 

２ 略 

 

（定期自主検査） 

第 67 条 事業者は、第１種圧力容器について、その使用を開始した後、１月以内ごとに１回、定期

に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、１月をこえる期間使用しな

い第１種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。 

１ 本体の損傷の有無 

２ ふたの締付けボルトの摩耗の有無 

３ 管及び弁の損傷の有無 

２、３ 略 

 

（就業制限） 

第 70 条 事業者は、令第 20 条第５号の業務のうち第１種圧力容器の整備の業務については、ボ

イラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。 

 

（第１種圧力容器検査証の有効期間） 

第 72 条 第１種圧力容器検査証の有効期間は、１年とする。 

 

（性能検査等） 

第 73 条 第１種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第１

種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。 

２ 略 

 

（休 止） 
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第 80 条 第１種圧力容器を設置している者が第１種圧力容器の使用を休止しようとする場合にお

いて、その休止しようとする期間が第１種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるとき

は、当該第１種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しな

ければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。 

 

（化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第１種圧力容器取扱作業主

任者技能講習の講習科目） 

第 123 条 化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科

講習によつて行う。 

１ 第１種圧力容器の構造に関する知識 

２ 第１種圧力容器の取扱いに関する知識 

３ 危険物及び化学反応に関する知識 

４ 関係法令 

２ 普通第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行

う。 

１ 第１種圧力容器（化学設備に係るものを除く。）の構造に関する知識 

２ 第１種圧力容器（化学設備に係るものを除く。）の取扱いに関する知識 

３ 関係法令 

 

（技能講習の細目） 

第 124 条 安衛則第 80 条から第 82 条の２まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技

能講習、化学設備関係第１種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第１種圧力容器取

扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 
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１9． 高圧ガス保安法 

 

 昭和 26 年 6 月 7 日 法律第 204 号 

改正 令和元年 6 月 14 日 法律第 37 号 

 

（目 的） 

第１条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動そ

の他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガ

ス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保

することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

１ 常用の温度において圧力（ゲージ圧力をいう。以下同じ。）が１メガパスカル以上となる圧縮

ガスであつて現にその圧力が１メガパスカル以上であるもの又は温度 35 度において圧力が１

メガパスカル以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く。） 

２～４ 略 

 

（適用除外） 

第３条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。 

１ 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気 

２ 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス 

３ 船舶安全法（昭和８年法律第 11 号）第２条第１項の規定の適用を受ける船舶内並びに

陸上自衛隊の使用する船舶（水陸両用車両を含む。）及び海上自衛隊の使用する船

舶内における高圧ガス 

４ 鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70 号）第２条第２項の鉱山に所在する当該鉱山におけ

る鉱業を行うための設備（政令で定めるものに限る。）内における高圧ガス 

５ 航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第２条第１項の航空機内における高圧ガス 

６ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条第１項第 18 号の電気工作物（政令で定

めるものに限る。）内における高圧ガス 

７ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）

第２条第４項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス 

８ その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの 

２ 略 

 

（保安統括者、保安技術管理者及び保安係員） 
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第 27 条の２ 次に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、高圧ガス製造

保安統括者（以下「保安統括者」という。）を選任し、第 32 条第１項に規定する職務を行わせな

ければならない。 

１ 第１種製造者であつて、第 5 条第 1 項第 1 号に規定する者（経済産業省令で定める

者を除く。） 

２ 第２種製造者であつて、第 5 条第２項第１号に規定する者（1 日に製造をする高圧ガス

の容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以下で

ある者その他経済産業省令で定める者を除く。） 

２ 保安統括者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなけ

ればならない。 

３ 第 1 項第１号又は第２号に掲げる者は、事業所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、

高圧ガス製造保安責任者免状（以下「製造保安責任者免状」という。）の交付を受けている者

であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧

ガス製造保安技術管理者（以下「保安技術管理者」という。）を選任し、第 32 条第２項に規定

する職務を行わせなければならない。ただし、保安統括者に経済産業省令で定める事業所の

区分に従い経済産業省令で定める種類の製造保安責任者免状の交付を受けている者であ

つて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合

その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 

４ 第 1 項第 1 号又は第２号に掲げる者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分

ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者免状の交付を受けている者であ

つて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス

製造保安係員（以下「保安係員」という。）を選任し、第 32 条第３項に規定する職務を行わせ

なければならない。 

５ 第 1 項第１号又は第２号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅

滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならな

い。これを解任したときも、同様とする。 

６ 第 1 項第 1 号又は第２号に掲げる者は、第３項又は第４項の規定による保安技術管理者又

は保安係員の選任又はその解任について、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知

事に届け出なければならない。 

７ 第 1 項第 1 号又は第２号に掲げる者は、経済産業省令で定めるところにより、保安係員に

協会又は第 31 条第３項の指定講習機関が行う高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受

けさせなければならない。 

 

（保安主任者及び保安企画推進員） 

第 27 条の３ 前条第１項第１号に掲げる第１種製造者のうち１日に製造をする高圧ガスの容積が

経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積以上である者は、経済産
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業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、製造保

安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関す

る経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安主任者（以下「保安主任者」という。）を選任し、

第 32 条第４項に規定する職務を行わせなければならない。 

２ 前項に規定する第１種製造者は、事業所ごとに、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に

係る保安に関する知識経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安企画推進員（以下「保

安企画推進員」という。）を選任し、第 32 条第５項に規定する職務を行わせなければならない。 

３ 前条第６項の規定は保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任について、同条第７

項の規定はこれらの者に係る講習について準用する。 
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20． 高圧ガス保安法施行令 

 

平成９年 11 月 6 日 政令第 20 号 

改正 平成 29 年 7 月 20 日 政令第 198 号 

 

（適用除外） 

第２条  

１～２ 略 

３ 法第３条第１項第８号の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。 

１ 圧縮装置（空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。）内における

圧縮空気であって、温度 35 度において圧力（ゲージ圧力をいう。以下同じ。）５メガパス

カル以下のもの 

２～９ 略 
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２1． 一般高圧ガス保安規則 

 

昭和 41 年 5 月 25 日 通商産業省令 第 53 号 

改正 令和 2 年 8 月 6 日 経済産業省令 第 66 号 

 

（保安統括者の選任等） 

第 64 条 法第 27 条の２第１項の規定により、同項第１号又は第２号に掲げる者（以下次条から第

67 条まで及び第 78 条において「第１種製造者等」という。）は、事業所ごとに、保安統括者１人

を選任しなければならない。 

２ 法第 27 条の２第１項第１号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 

１ 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒

素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造

する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸

素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有する

バルブ（以下「気化器等」という。）により炭酸ガスを製造する者（１日の冷凍能力（冷凍

保安規則第５条に規定する冷凍能力をいう。第 66 条第６項第３号において同じ。）が

10 トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の

当該ガスを冷却する場合を含む。）であつて、次のいずれかに該当する者にその製造

に係る保安について監督させるもの 

イ 六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化

炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し 6 月

以上の経験を有する者 

ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは

専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者（当該課程

を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関

する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習

の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し６月以上の経

験を有する者 

２ 容積が 10 立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧

機又はアキュムレータを使用する者 

３～５ 略 

３ 略 

 

（保安技術管理者の選任等） 
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第 65 条 法第 27 条の２第３項本文の規定により、第１種製造者等は、次の表の左欄に掲げる事

業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者

であつて、同表の右欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術

管理者を選任しなければならない。 

 

事業所の区分 

製造保安責任者免

状の交付を受けて

いる者 

 

高圧ガスの製造に関する経験 

１ 保安用不活性ガス

以外のガスの処理能

力（不活性ガス及び

空気については、そ

の処理能力に４分の

１を乗じて得た容積と

する。以下この表に

おいて同じ。）が100

万立方メートル（貯槽

を設置して専ら高圧

ガスの充填を行う場

合にあつては、200

万立方メートル。以

下この表において同

じ。）以上のもの 

甲種化学責任者免

状又は甲種機械責

任者免状の交付を

受けている者 

１ １種類以上の圧縮ガス及び２種類以上の液化ガス（液

化石油ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含

む。以下この表において同じ。）についてその種類ごと

の製造に関する１年以上の経験又はアンモニア、メタノ

ール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン（直接酸

化法によるものに限る。）の合成若しくは高圧ポリエチレ

ン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る高圧ガ

スの製造に関する１年以上の経験 

２ 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用し

て１時間に処理することができるガスの容積が3,000立方

メートル（液化ガスを加圧するためのポンプを使用する

場合にあつては、温度35度における液化ガスの送液量

一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積

十立方メートルとみなす。）を超える設備又は温度35度

における圧力が20メガパスカルを超える設備を使用して

する高圧ガスの製造に関する１年以上の経験 

３ 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事

し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第１号又は

第２号に掲げる高圧ガスの製造に関する１年以上の経

験を有する者と同等以上の経験 

２ 保安用不活性ガス

以外のガスの処理能

力が100万立方メート

ル未満のもの 

甲種化学責任者免

状、乙種化学責任

者免状、甲種機械

責任者免状又は乙

種機械責任者免状

の交付を受けてい

る者 

１ １種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に

関する１年以上の経験 

２ 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用し

てする高圧ガスの製造に関する１年以上の経験 

３ 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事

し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第１号又は

第２号に掲げる高圧ガスの製造に関する１年以上の経

験を有する者と同等以上の経験 

 

２ 法第 27 条の２第３項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、

次の各号の１に該当する場合とする。 

１ 保安統括者に前項の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製

造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の右欄に掲げる高圧ガスの

製造に関する経験を有する者を選任している場合 

２ 処理能力が 25 万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁によ

り可燃性ガス若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費（燃焼以外の反応により消費する場

合を除く。）をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外

の高圧ガスを製造する場合 

３ 移動式製造設備により高圧ガスを製造する場合 
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（保安係員の選任等） 

第 66 条 法第 27 条の２第４項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分（以下「製造施

設区分」という。）は、次の各号に掲げるものによるものとする。 

１～15 略 

16 その他の高圧ガスの製造施設 

２ 法第 28 条の２第４項の規定により、第１種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ご

とに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者

免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの

製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合に

おいて、同一の製造施設区分に属する１の製造施設が同一の計器室で制御されない２以上

の系列に形成されているとき又は１の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、

当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の

単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。 

３～８ 略 

 

（保安主任者の選任等） 

第 69 条 法第 27 条の３第１項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める

容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、100 万立方メートル（貯槽を設置して専ら高圧

ガスの充填を行う場合にあつては、200 万立方メートル）とする。この場合における容積には、保

安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の４分の３並びに保安用不活性ガスの容積

は、算入しないものとする。 

２ 法第 27 条の３第１項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第 66 条第１項

各号によるものとする。 

３ 法第 27 条の３第１項の規定により、法第 27 条の２第１項第１号に規定する第１種製造者（以

下この条及び第 71 条において単に「第１種製造者」という。）は、前項に規定する製造施設区

分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機

械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経

験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。 

４ 法第 27 条の３第１項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、１種類以上

の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する１年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを

加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する１年以上の経験又は高圧ガ

ス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、

高圧ガスの製造に関する１年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。 

５ 前３項の規定にかかわらず、第１種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者

が高圧ガスの製造に関する１年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する
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高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他

のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。 

６ 第２項の規定にかかわらず、第 66 条第５項から第８項までの規定は、保安主任者の選任に

準用する。 

 

（保安企画推進員の選任等） 

第 70 条 法第 27 条の３第２項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する

知識経験を有する者は、次の各号の 1 に該当する者とする。 

１ 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して３年以上従事した者 

２ 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選

任され、それらの職務に通算して５年以上従事した者 

３ 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業

主任者に選任され、それらの職務に通算して７年以上従事した者 

４ 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して３年以上従事した

者 

５ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門

学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し（当該課程を修め

て同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）、かつ、高圧ガスの製

造に係る保安に関する業務に通算して７年以上従事した者 

６ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課

程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して 10 年

以上従事した者 
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22．建築法 

 

 

昭和 25 年 5 月 24 日 法律第 201 号 

改正 令和 2 年 6 月 10 日 法律第 43 号 

 

（避雷設備） 

第 33 条 高さ 20 メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、

周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 
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23．環境基本法 

 

平成 5 年 11 月 19 日 法律第 91 号 

改正 平成 30 年 6 月 13 日 法律第 50 号 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ 略（地球環境保全） 

３ この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に

伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の

底質が悪化することを含む。第 21 条第１項第１号において同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、

地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によっ

て、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関

係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。 

 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため

に必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又

は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物

となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止す

るため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る

製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努

めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材

料、役務等を利用するように努めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに

伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が

実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

 

第３節 環境基準 

第 16 条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい

て、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準

を定めるものとする。 
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２ 略（指定に関する事務等） 

３ 第１項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなけれ

ばならない。 

４ 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下「公害の防止に関

する施策」という。）を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第１項の基準が確保されるよう

に努めなければならない。 
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24．水質汚濁に係る環境基準について 

 

昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号 

改正 平成 31 年 3 月 20 日 環境省告示第 46 号 

 

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条

件につき人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環

境基準」という。）は、次のとおりとする。 

 

第１ 環境基準 

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、そ

れぞれ次のとおりとする。 

１ 人の健康の保護に関する環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲げる

項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

別表１ 人の健康の保護に関する環境基準 

項 目 カドミウム 六価クロム 砒 素 総水銀 

基準値 0.003mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L 以

下 

測定方法 日本工業規格

K0102（以下「規

格」という。）

55.2、55.3 又は

55.4 に定める方

法 

規格 65.2（規格

65.2.7 を除く。）

に定める方法（た

だし書き略、汽水

又は海水を測定

する場合） 

規格 61.2、61.3 

又は 61.4 に定

める方法 

付表 2 に掲げる

方法 

備考１ 基準値は年間平均値とする。 
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25．水質汚濁防止法 

 

昭和 45 年 12 月 25 日 法律第 138 号 

改正 平成 29 年 6 月 2 日 法律第 45 号 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供

される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路（下

水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第２条第３号及び第４号に規定する公共下水道及び流域下水

道であつて、同条第６号に規定する終末処理場を設置しているもの（その流域下水道に接続す

る公共下水道を含む。）を除く。）をいう。 

２ この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を

排出する施設で政令で定めるものをいう。 

１ カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める

物質（以下「有害物質」という。）を含むこと。 

２ 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態（熱によるものを含み、前号に規定する物質

によるものを除く。）を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害

を生ずるおそれがある程度のものであること。 

３、４、５ 略 

６ この法律において「排出水」とは、特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）を設置

する工場又は事業場（以下「特定事業場」という。）から公共用水域に排出される水をいう。 

７ この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。 

８ この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、

又は処理する特定施設（指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。）

を設置する特定事業場（以下「有害物質使用特定事業場」という。）から地下に浸透する水で

有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含む。）を含むものをい。 

９ この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排

出される水（排出水を除く。）をいう。 

 

第２章 排出水の排出の規制等 

（排水基準） 

第３条 排水基準は、排出水の汚染状態（熱によるものを含む。以下同じ。）について、環境省令で

定める。 

２ 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の

量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前

条第２項第２号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 
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３ 略（上乗せ基準関連） 

 

（特定施設等の設置の届出） 

第５条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、

環境省令で定めるところにより、次の事項（特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場

合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第５号を除く。）を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 

３ 特定施設の種類 

４ 特定施設の構造 

５ 特定施設の設備 

６ 特定施設の使用の方法 

７ 汚水等の処理の方法 

８ 排出水の汚染状態及び量（指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排

水系統別の汚染状態及び量を含む。） 

９ その他環境省令で定める事項 

２ 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等（これを処理したものを含

む。）を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省

令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 

３ 有害物質使用特定施設の種類 

４ 有害物質使用特定施設の構造 

５ 有害物質使用特定施設の使用の方法 

６ 汚水等の処理の方法 

７ 特定地下浸透水の浸透の方法 

８ その他環境省令で定める事項 

３ 略（有害物質の貯蔵、地下への浸出関連） 

 

（排出水の排出の制限） 

第 12 条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準

に適合しない排出水を排出してはならない。 

２ 前項の規定は、１の施設が特定施設（指定地域特定施設を除く。以下この項において同じ。）

となつた際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設を

設置している工場又は事業場から排出される水については、当該施設が特定施設となつた
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日から６月間（当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、１年間）は、適用しない。

ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、

及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で前項の規定に相当するものがあ

るとき（当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。）は、この限りでない。 

３ 略 

 

（排出水の汚染状態の測定等） 

第 14 条 排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところによ

り、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しな

ければならない。 

２～５ 略 

 

第４章 損害賠償 

（無過失責任） 

第 19 条 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態で

の排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸

透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 

２ １の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつ

た日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損

害について適用する。 
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26． 水質汚濁防止法施行令 

 

昭和 46 年 6 月 17 日 政令第 188 号 

改正 平成 30 年 10 月 17 日 政令第 293 号 

 

（特定施設） 

第１条 水質汚濁防止法（以下「法」という。）第２条第２項の政令で定める施設は、別表第１に掲げ

る施設とする。 

別表第１ （第１条関係） 

１ 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの 

イ～ロ 略 

ハ 坑水中和沈でん施設 

ニ 掘削用の泥水分離施設 

１の２～74 略 

 

（カドミウム等の物質） 

第２条 法第２条第２項第１号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 

１ カドミウム及びその化合物 

６ 砒素及びその化合物 

 

（法第 12 条第２項の政令で定める施設） 

第５条 法第 12 条第２項（法第 13 条第２項において準用する場合を含む。）の政令で定める施設

は、別表第３に掲げるとおりとする。 

別表第３（第５条関係） 

１ 別表第１第１号に掲げる施設のうち、鉱業（石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス

鉱業を除く。）の用に供するイ及びハの施設 

２～38 略 
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27．排水基準を定める省令 

 

昭和 46 年 6 月 21 日 総理府令第 35 号 

改正 令和元年 11 月 18 日 環境省令第 15 号 

 

（排水基準） 

第１条 水質汚濁防止法第３条第１項の排水基準は、同条第２項の有害物質による排出水の汚染

状態については、別表第１の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりと

し、その他の排出水の汚染状態については、別表第２の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に

掲げるとおりとする。 

別表第１（第１条関係） 

有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 1L につきカドミウム 0.03mg 

六価クロム化合物 1Lにつき六価クロム0.5mg 

砒素及びその化合物 1Lにつき砒素0.1mg 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1Lにつき水銀0.05mg 

ベンゼン 1Lにつき0.1mg 

備考 

１ 略 

２ 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際

現にゆう出している温泉（温泉法第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）を利用する

旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

 

  



−183− 
 

別表第２（第１条関係） 

項 目 許容限度 

水素イオン濃度 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8

以上8.6以下 

海域に排出されるもの 5.0 以上 9.0 以下 

生物化学的酸素要求量 

（単位 １リットルにつきミリグラム） 

160（日間平均 120） 

浮遊物質量 

（単位 １リットルにつきミリグラム） 

200（日間平均 150） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

（鉱油類含有量） 

（単位 １リットルにつきミリグラム） 

５ 

銅含有量 

（単位 １リットルにつきミリグラム 

３ 

亜鉛含有量 

（単位 １リットルにつきミリグラム） 

２ 

備考 

１ 「日間平均」による許容限度は、１日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものであ

る。 

２ この表に掲げる排水基準は、１日当たりの平均的な排出水の量が 50 立方メートル以上であ

る工場又は事業場に係る排出水について適用する。 

３～７ 略 
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28． 騒音規制法 

 

昭和 43 年 6 月 10 日 法律第 98 号 

改正 平成 26 年 6 月 18 日 法律第 72 号 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音

を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場（以下「特定工場

等」という。）において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限

度をいう。 

３ この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音

を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 

４ 略（自動車騒音） 

 

（地域の指定） 

第３条 都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。第３項（次条第３項において準用す

る場合を含む。）及び同条第１項において同じ。）は、住居が集合している地域、病院又は学校

の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認め

る地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音につ

いて規制する地域として指定しなければならない。 

２、３ 略 

 

（規制基準の遵守義務） 

第５条 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守

しなければならない。 

 

（特定施設の設置の届出） 

第６条 指定地域内において工場又は事業場（特定施設が設置されていないものに限る。）に特

定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の 30 日前までに、環

境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 

３ 特定施設の種類ごとの数 

４ 騒音の防止の方法 

５ その他環境省令で定める事項 
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２ 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しな

ければならない。 
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29．騒音規制法施行令 

 

昭和 43 年 11 月 27 日 政令第 324 号 

改正 平成 23 年 11 月 28 日 政令第 364 号 

 

（特定施設） 

第１条 騒音規制法（以下「法」という。）第２条第１項の政令で定める施設は、別表第１に掲げる施

設とする。 

別表第１（第１条関係） 

１ 略（金属加工機械） 

２ 空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。） 

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が 7.5 キ

ロワット以上のものに限る。） 

４～11 略 

 

（特定建設作業） 

第２条 法第２条第３項の政令で定める作業は、別表第２に掲げる作業とする。ただし、当該作業

がその作業を開始した日に終わるものを除く。 

別表第２（第２条関係） 

１ くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）

を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 

２ びよう打機を使用する作業 

３ さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、１日における当

該作業に係る２地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作業に限る。） 

４ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が 15 キ

ロワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） 

５ 略（コンクリート、アスファルト関係） 

６ バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する

ものを除き、原動機の定格出力が 80 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

７ トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指

定するものを除き、原動機の定格出力が 70 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 

８ ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定

するものを除き、原動機の定格出力が 40 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 
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30．振動規制法 

 

昭和 51 年 6 月 10 日 法律第 64 号 

改正 平成 26 年 6 月 18 日 法律第 72 号 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動

を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場（以下「特定工場

等」という。）において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限

度をいう。 

３ この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を

発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 

４ 略（道路交通振動） 

 

（地域の指定） 

第３条 都道府県知事（市の区域内の地域については、市長。第３項（次条第３項において準用す

る場合を含む。）及び同条第１項において同じ。）は、住居が集合している地域、病院又は学校

の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある

と認めるものを指定しなければならない。 

２、３ 略 

 

（規制基準の遵守義務） 

第５条 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守

しなければならない。 

 

（特定施設の設置の届出） 

第６条 指定地域内において工場又は事業場（特定施設が設置されていないものに限る。）に特

定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の 30 日前までに、環

境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 

３ 特定施設の種類及び能力ごとの数 

４ 振動の防止の方法 

５ 特定施設の使用の方法 

６ その他環境省令で定める事項 
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２ 前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添付しな

ければならない。 

  



−189− 
 

31．振動規制法施行令 

 

昭和 51 年 10 月 22 日 政令第 280 号 

改正 平成 23 年 11 月 28 日 政令第 364 号 

 

（特定施設） 

第１条 振動規制法（以下「法」という。）第２条第１項の政令で定める施設は、別表第１に掲げる施

設とする。 

別表第１（第１条、第３条関係） 

１ 略（金属加工機械） 

２ 圧縮機（原動機の定格出力が 7.5 キロワット以上のものに限る。） 

３ 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が 7.5 キ

ロワット以上のものに限る。） 

４～10 略 

 

（特定建設作業） 

第２条 法第２条第３項の政令で定める作業は、別表第２に掲げる作業とする。ただし、当該作業

がその作業を開始した日に終わるものを除く。 

別表第２（第２条関係） 

１ くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又

はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 

２～４ 略 
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32． 大気汚染防止法 

 

昭和 43 年 6 月 10 日 法律第 97 号 

改正 令和 2 年 6 月 5 日 法律第 39 号 

 

（定義等） 

第２条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。 

１ 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 

２ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 

３ 略 

２ この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を

発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因とな

るもので政令で定めるものをいう。 

３ この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処

理するための施設及びこれに附属する施設をいう。 

４、５、６ 略（揮発性有機化合物関係） 

７ この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発

生し、又は飛散する物質をいう。 

８ この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生

ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉

じんをいう。 

９ この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般

粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散

する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 

10、11、12 略（特定粉じん関係） 

13 この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。 

14 この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大

気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令

で定めるものをいう。 

15～17 略  

 

（ばい煙発生施設の設置の届出） 

第６条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で

定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 
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３ ばい煙発生施設の種類 

４ ばい煙発生施設の構造 

５ ばい煙発生施設の使用の方法 

６ ばい煙の処理の方法 

２ 略 

 

第２章の３ 粉じんに関する規制 

（一般粉じん発生施設の設置等の届出） 

第 18 条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項

を都道府県知事に届け出なければならない。 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

２ 工場又は事業場の名称及び所在地 

３ 一般粉じん発生施設の種類 

４ 一般粉じん発生施設の構造 

５ 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法 

２ 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他環境省令で定める書類

を添附しなければならない。 

３ 略 

  



−192− 
 

33． 大気汚染防止法施行令 

 

昭和 43 年 11 月 30 日 政令第 329 号 

改正 令和元年 11 月 13 日 政令第 157 号 

 

（ばい煙発生施設） 

第２条 法第２条第２項の政令で定める施設は、別表第１の中欄に掲げる施設であつて、その規模

がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。 

別表第１（第２条関係） 

１～28 略 

28 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり 50 リット

ル以上であること。 29 ディーゼル機関 

30 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算１時間当たり 35 リット

ル以上であること。 31 ガソリン機関 

 

（一般粉じん発生施設） 

第３条 法第２条第９項の政令で定める施設は、別表第２の中欄に掲げる施設であつて、その規模

がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。 

別表第２（第３条関係） 

１～４ 略 

5 ふるい（鉱物、岩石又はセメントの用に

供するものに限り、湿式のもの及び密

閉式のものを除く。） 

原動機の定格出力が 15 キロ

ワット以上であること。 

 

  



−193− 
 

34．粉じん障害防止規則 

 

昭和 54 年 4 月 25 日 労働省令第 18 号 

改正 令和 2 年 6 月 15 日 厚生労働省令第 128 号 

 

(定義等) 

第２条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

１ 粉じん作業 別表第１に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作

業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定

する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道

府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。 

２、３ 略（特定粉じん関係） 

２～６ 略 

 

別表第１（第２条関係） 

１ 鉱物等（湿潤な土石を除く。）を掘削する場所における作業（次号に掲げる作業を除

く。）。ただし、次に掲げる作業を除く。 

イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐すいする場所における作業 

ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業 

１の２～23 略 

  



−194− 
 

35． 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 

昭和 45 年 12 月 25 日 法律第 137 号 

改正 平成 29 年 6 月 16 日 法律第 61 号 

 

（定 義） 

第２条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃

アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質

及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

２ この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

３ この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして

政令で定めるものをいう。 

４ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

１ 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ

スチック類その他政令で定める廃棄物 

２ 略（輸入された廃棄物） 

５ この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性

その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして

政令で定めるものをいう。 

６ この法律において「電子情報処理組織」とは、第 13 条の２第１項に規定する情報処理センタ

ーの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第 12 条の３第１項に規定

する事業者、同条第３項に規定する運搬受託者及び同条第４項に規定する処分受託者の使

用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

 

（事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に

努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合

における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような

製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法につい

ての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適

正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関

し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 
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（事業者の処理） 

第 12 条 事業者は、自らその産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。第５項から第７項までを除

き、以下この条において同じ。）の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の

収集、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができ

る産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の

場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。）に従わなければなら

ない。 

２ 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準（以下

「産業廃棄物保管基準」という。）に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管し

なければならない。 

５ 事業者（中間処理業者（発生から最終処分（埋立処分、海洋投入処分（海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基

準に従つて行う処分をいう。）又は再生をいう。以下同じ。）が終了するまでの一連の処理の

行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第７項

並びに次条第５項から第７項までにおいて同じ。）は、その産業廃棄物（特別管理産業廃棄

物を除くものとし、中間処理産業廃棄物（発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の

行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。）を含む。次

項及び第７項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬につい

ては第 14 条第 12 項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、

その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそ

れぞれ委託しなければならない。 

６ 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令

で定める基準に従わなければならない。 

７ 事業者は、前２項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該

産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処

分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を

講ずるように努めなければならない。 

３、４、８～13 略 

 

第３節 産業廃棄物処理業 

（産業廃棄物処理業） 

第 14 条 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第 14 条の３の３まで、第 15 条

の４の２、第 15 条の４の３第３項及び第 15 条の４の４第３項において同じ。）の収集又は運搬を

業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあつては、
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産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなら

ない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的と

なる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、

この限りでない。 

６ 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道

府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を処分する

場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環

境省令で定める者については、この限りでない。 

12 第１項の許可を受けた者（以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。）又は第６項の許可を

受けた者（以下「産業廃棄物処分業者」という。）は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄

物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 

１～５、７～11、13～17 略 

 

（産業廃棄物処理施設） 

第 15 条 産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の

産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、当該

産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなら

ない。 

２～６ 略 

 

（技術管理者） 

第 21 条 一般廃棄物処理施設（政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除

く。）の設置者（市町村が第６条の２第１項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する

一般廃棄物処理施設にあつては、管理者）又は産業廃棄物処理施設（政令で定める産業廃棄

物の最終処分場を除く。）の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の

維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただ

し、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、

この限りでない。 

２ 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第

８条の３第１項又は第 15 条の２の３第１項に規定する技術上の基準に係る違反が行われない

ように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事す

る他の職員を監督しなければならない。 

３ 第１項の技術管理者は、環境省令で定める資格（市町村が第６条の２第１項の規定により一

般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつて

は、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格）を有する者でなけ

ればならない。  
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36．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 

 

昭和 46 年 9 月 23 日 政令第 300 号 

改正 令和元年 6 月 26 日 政令第 39 号 

 

（産業廃棄物） 

第２条 法第２条第４項第１号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 

１～12 省略 

13 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物（第

一号から第３号まで、第５号から第９号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業

活動に伴つて生じたものに限る。）又は法第２条第４項第２号に掲げる廃棄物を処分す

るために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの 

 

（一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準） 

第３条 法第６条の２第２項の規定による一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及

び次条において同じ。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。 

１ 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。 

イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 

（１）一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 

（２）収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じ

ないように必要な措置を講ずること。 

ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全

上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。 

ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、

並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。 

ニ～ル 略 

 

（産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準） 

第６条 法第 12 条第１項の規定による産業廃棄物（特別管理産業廃棄物以外のものに限るものと

し、法第２条第４項第２号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理し

たものを除く。以下この項（第３号イ及び第４号イを除く。）において同じ。）の収集、運搬及び処

分（再生を含む。）の基準は、次のとおりとする。 

１ 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第３条第１号イからニまでの規定の例によ

るほか、次によること。 

イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は

運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当
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該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。 

ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの（以下「石綿含有

産業廃棄物」という。）又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃

棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの（以下この項において「水銀使用

製品産業廃棄物」という。）の収集又は運搬を行う場合には、第３条第１号ホの規定

の例によること。 

ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第３条第１号ヘの規定の例によること。 

ニ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第

３条第１号トの規定の例によること。 

ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第３条第１号チ及びリの規定の例によるほか、

当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場

所における１日当たりの平均的な搬出量に７を乗じて得られる数量を超えないように

すること。 

ヘ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第３

条第１号トの規定の例によること。 

２ 産業廃棄物の処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。）又

は再生に当たつては、次によること。 

イ 第３条第１号イ及びロ並びに第２号イ及びロの規定の例によること。 

ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 

（１）第３条第１号リの規定の例によること。 

（２）環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。 

（３）保管する産業廃棄物（当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物

と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場

合にあつては、当該一般廃棄物を含む。）の数量が、当該産業廃棄物に係る処理

施設の１日当たりの処理能力に相当する数量に 14 を乗じて得られる数量（環境省令

で定める場合にあつては、環境省令で定める数量）を超えないようにすること。 

ハ 略（特定家庭用機器産業廃棄物） 

ニ 略（石綿含有産業廃棄物） 

ホ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等（水銀又はその化合物が含ま

れているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令

で定めるものをいう。（２）において同じ。）の処分又は再生を行う場合には、次による

こと。 

（１）水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。 

（２）水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄

物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上で

あるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、
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環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。 

（３）水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第３条第１号トの規定の例によ

ること。 

 

（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準） 

第６条の２ 法第 12 条第６項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

１ 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第６条の４までにおいて同

じ。）の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつ

て委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 

２ 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業とし

て行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業

の範囲に含まれるものに委託すること。 

３ 略（輸入された廃棄物） 

４ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項

が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 

イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 

ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在

地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第 15

条の４の５第１項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 

ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第 12 条第５項に規定する最終処分をいう。以下

同じ。）を除く。）を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在

地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 

ヘ その他環境省令で定める事項 

５ 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期

間保存すること。 

６ 第６条の 12 第１号又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

（平成 25 年政令第 45 号）第４条第１号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規

定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。 
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37．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

 

昭和 46 年 厚生省令第 35 号 

改正 平成 29 年 6 月 12 日 環境省令第 14 号 

 

（水銀含有ばいじん等） 

第７条の８の２ 令第６条第１項第２号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該

各号に定めるもの（廃水銀等又は令第２条の４第５号ヘ、チ（１）若しくはル（１）に掲げる廃棄物

を除く。）とする。 

１ ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい  

水銀（水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び第８条の 10 の３の２

において同じ。）を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい１キログラムにつき 15 ミリグ

ラムを超えて含有するもの 

２ 廃酸又は廃アルカリ  

水銀を当該廃酸又は廃アルカリ１リットルにつき 15 ミリグラムを超えて含有するもの 

 

（水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等） 

第７条の８の３ 令第６条第１項第２号ホ（２）の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。 

１ 水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第５に掲げるものが産業廃棄物となつたもの 

２ 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ば

いじん等 

イ ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい  

水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい１キログラムにつき 1,000 ミリグラム以

上含有するもの 

ロ 廃酸又は廃アルカリ  

水銀を当該廃酸又は廃アルカリ１リットルにつき 1,000 ミリグラム以上含有するもの 
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38. 温泉法施行規則 

 

昭和 23 年厚生省令第 35 号 

改正 令和 2 年 3 月 30 日 環境省令第 9 号 

 

 

（掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準） 

第 1 条の２ 法第４条第１項第２号の環境省令で定める技術上の基準（法第 11 条第２項において

準用する場合を含む。）は、次の各号に掲げるものとする。 

１ 掘削口から敷地境界線までの水平距離が３メートル以上（地質構造、周辺のガスの発生

状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、８メートル以上）で

あること。 

２ 掘削口から水平距離３メートル（前号に規定する場合には８メートル）の範囲内において、

次に掲げる措置を講じていること。 

イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。 

ロ 火気を使用する作業（当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断

の作業を除く。以下同じ。）を実施しないこと。 

ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 

３ 掘削口から水平距離３メートル（第１号に規定する場合には８メートル）の範囲内におい

ては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限

すること。 

４ 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 

５ 第１号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。 

６ 第１号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられてい

ること。 

イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口（泥水循環方式による掘削の場合において、掘削

口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。

次号において「掘削口等」という。）の直上に設置されていること。 

ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の 25 パーセント以上となつ

た場合に警報を発すること。 

７ 毎日（掘削の工事を行わない日を除く。）１回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 

イ 掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測

定すること。 

ロ 第１号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点

検すること。 

８ 第１号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガ
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スの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 

９ 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存する

こと。 

イ 第６号に規定する警報設備による警報の作動の状況 

ロ 前２号に規定する点検の作業の結果 

10 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程

（以下「掘削時災害防止規程」という。）を作成し、これを掘削の工事の場所に備えてい

ること。 

イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他

の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項 

ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項 

ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項 

ニ その他災害の防止に関し必要な事項 

11 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。 
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39. 酸素欠乏等防止規則 

昭和 47 年 9 月 30 日 労働省令 第 42 号 

改正 平成 30 年 6 月 19 日 厚生労働省令 第 75 号 

 

（定義） 

第２条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

１ 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が 18 パーセント未満である状態をいう。 

２ 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が 100 万分の 10 を

超える状態をいう。 

３ 酸素欠乏症 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。 

４ 硫化水素中毒 硫化水素の濃度が 100 万分の 1 を超える空気を吸入することにより生

ずる症状が認められる状態をいう。 

５ 酸素欠乏症等 酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。 

６ 酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号。以下「令」とい

う。）別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所（以下「酸素欠乏危険場所」という。）における

作業をいう。 

７ 第１種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第２種酸素欠乏危険作業以外の

作業をいう。 

８ 第２種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第６第３号の２、第９号又

は第 12 号に掲げる酸素欠乏危険場所（同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症に

かかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定

める場所に限る。）における作業をいう。 

 

（作業主任者） 

第 11 条 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第１種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠

乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者

のうちから、第２種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講

習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。 

２ 事業者は、第１種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わ

せなければならない。 

１ 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、

労働者を指揮すること。 

２ その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れ

た後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、

作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。 
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３ 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止す

るための器具又は設備を点検すること。 

４ 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。 

３ 前項の規定は、第２種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用す

る。この場合において、同項第１号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第２号中

「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第３号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏

症等」と読み替えるものとする。 

 

（特別の教育） 

第 12 条 事業者は、第１種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働

者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 

１ 酸素欠乏の発生の原因 

２ 酸素欠乏症の症状 

３ 空気呼吸器等の使用の方法 

４ 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 

５ 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 

２ 前項の規定は、第２種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、

同項第１号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第２号及び第 5 号中「酸素欠乏症」

とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。 

３ 安衛則第 37 条及び第 38 条並びに前２項に定めるもののほか、前２項の特別の教育の実施

について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 
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